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*
世
界
書
局
本
「
者
」
　
を
　
「
也
」
　
に
誤
る
。

野
間
　
文
史

困
　
納
公
孫
寧
儀
行
父
於
陳

孔
寧
儀
行
父
従
整
公
宣
淫
於
園
、
殺
忠
諒
之
洩
冶
、
君
斌
不
能
死
、
従
楚
子
而

入
陳
。
春
秋
之
罪
人
也
。
故
書
目
、
納
公
孫
寧
儀
行
父
於
陳
。
杜
預
乃
謂
二
子

託
楚
以
報
君
之
牌
、
粟
公
成
喪
、
賊
討
國
復
、
功
足
以
補
過
。
鳴
呼
、
使
無
申

叔
時
之
言
、
陳
鳥
楚
麻
美
。
二
子
者
楚
之
臣
僕
兵
。
尚
何
功
之
有
。
幸
而
楚
子

復
封
、
成
公
反
園
。
二
子
無
秋
竜
之
力
。
而
杜
氏
鳥
之
曲
説
、
.
使
後
世
詐
譲
不

'

忠
之
臣
得
援
以
自
解
。
鳴
呼
、
其
亦
愈
於
巳
鳥
他
人
郡
鯨
、
而
猶
吉
報
勝
者
欺
。

輿
楚
子
之
存
陳
、
不
興
楚
子
之
納
二
臣
也
。
公
羊
子
固
巳
言
之
、
日
存
陳
怖

の

孔
寧
・
儀
行
父
　
〔
①
)
は
靂
公
に
従
ひ
て
淫
を
國
に
宣
べ
、
忠
譲
の
洩
冶
を

殺
し
、
君
耗
せ
ら
る
る
も
死
す
る
能
は
ず
、
楚
子
に
従
ひ
て
陳
に
入
る
。
春
秋

の
罪
人
な
り
。
故
に
書
し
て
日
は
く
　
「
公
孫
寧
・
儀
行
父
を
陳
に
納
る
〔
②
】
」

と
。
杜
預
〔
③
】
は
乃
ち
謂
ふ
　
「
二
子
は
楚
に
託
し
て
以
て
君
の
健
に
報
じ
、

靂
公
喪
を
成
し
、
賊
の
討
ぜ
ら
れ
園
の
復
す
る
は
、
功
以
て
過
ち
を
補
ふ
に

足
る
」
　
と
。
鳴
呼
、
申
叔
時
の
言
無
か
ら
し
め
ば
、
陳
は
楚
の
解
と
鳥
ら
ん
。

ま

二
子
は
楚
の
臣
僕
な
り
。
尚
は
何
の
功
か
之
れ
有
ら
ん
。
幸
に
し
て
楚
子
復
た

封
じ
、
成
公
　
園
に
反
る
。
二
子
に
秋
竜
の
力
も
無
し
。
而
る
に
杜
氏
之
が
曲

ひ

説
を
鳥
し
、
後
世
の
詐
譲
・
不
忠
の
臣
を
し
て
援
き
て
以
て
自
ら
解
す
る
を
得

し
む
。
鳴
呼
、
l
其
れ
亦
た
巳
に
他
人
の
郡
賊
と
盛
り
て
、
而
も
猶
ほ
健
に
報
ゆ

●
■
さ

る
を
言
ふ
者
に
愈
れ
る
か
。

ゆ
る

楚
子
の
陳
を
存
す
る
を
興
し
、
楚
子
の
二
臣
を
納
る
る
を
興
さ
ざ
る
な
り
。

も

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か

な

し

公
羊
子
〔
④
〕
固
よ
り
巳
に
之
を
言
ふ
、
日
は
く
　
「
陳
を
存
す
る
は
、
悼
む
な

り
」
　
と
。
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①
孔
寧
・
儀
行
父
　
　
こ
の
間
の
事
情
は
『
左
伝
』
宣
公
九
年
・
十
年
の
条
に

見
え
る

宣
0
9
　
「
陳
殺
其
大
夫
洩
冶
」

陳
憂
公
輿
孔
寧
儀
行
父
増
刷
割
賦
。
皆
衷
其
和
服
以
戯
干
朝
。
洩
冶

諌
日
「
公
卿
宣
淫
、
民
無
効
蔦
。
且
聞
不
令
。
君
其
納
之
」
。
公
日

「
吾
能
改
央
」
。
公
告
二
子
。
二
子
請
殺
之
。
公
弗
禁
。
遂
殺
l
測
冶
l
。

孔
子
日
「
詩
云
、
『
民
之
多
辟
、
無
自
立
辟
』
。
共
洩
冶
之
謂
乎
」
。

宣
1
0
　
「
契
巳
、
陳
夏
徴
紆
耗
其
君
平
國
」

陳
整
公
輿
孔
寧
・
儀
行
父
飲
酒
於
夏
氏
。
公
謂
行
父
日
　
「
徴
許
似

女
」
。
封
日
　
「
亦
似
君
」
。
徴
紆
病
之
。
公
出
。
自
其
腐
射
而
殺
之
。

コ
子
刊
瑠
璃
。

宣
‖
↓
丁
亥
、
楚
子
入
陳
、
納
公
孫
寧
・
儀
行
父
干
陳
」
、

冬
、
楚
子
鳥
陳
夏
氏
乱
故
、
伐
陳
。
謂
陳
人
無
動
。
烙
討
於
少
西
氏
、

遂
入
陳
。
殺
夏
徴
静
、
輯
諸
栗
門
。
因
鮨
陳
。
陳
侯
在
晋
。
判
例
嘲

一
便
於
賓
、
反
、
復
命
而
退
。
王
使
譲
之
日
「
夏
徴
肝
癌
不
道
、
就
其

君
り
寡
人
以
諸
侯
討
而
敏
之
。
諸
侯
醇
公
皆
慶
寡
人
。
女
燭
不
慶
寡

人
。
何
故
」
。
封
日
　
「
猶
可
辞
乎
」
。
王
日
　
「
可
哉
」
。
日
　
r
夏
徴

紆
拭
其
君
、
其
罪
大
兵
。
討
而
敏
之
、
君
之
義
也
。
抑
人
亦
有
言
日

『
牽
牛
以
挨
人
之
田
、
而
奪
之
牛
』
。
牽
牛
以
段
者
信
有
罪
臭
。
而

奪
之
牛
、
罰
巳
重
美
。
諸
侯
之
従
也
、
日
『
討
有
罪
也
』
。
今
鯨
陳
、

貪
其
富
也
。
以
討
召
諸
侯
而
似
貪
蹄
之
。
無
乃
不
可
乎
」
。
王
日

「
善
哉
。
喜
未
之
聞
也
。
反
之
、
可
乎
」
。
封
日
　
「
喜
臍
小
人
所
謂

取
諸
共
懐
而
輿
之
也
」
。
乃
観
瑚
閲
。
郷
取
一
人
焉
以
蹄
。
謂
之
夏

州
。
故
事
日
「
楚
子
入
陳
、
納
公
孫
寧
・
儀
行
父
干
陳
」
。
書
有
線

也
。

申
叔
時
の
諌
言
を
聞
き
入
れ
た
楚
荘
王
が
、
一
旦
滅
ぼ
し
た
陳
国
を
再
び

封
じ
た
の
で
あ
る
。

②
納
公
孫
寧
儀
行
父
干
陳
　
　
宣
公
十
一
年
経
。
①
参
照
。

③
杜
預
　
　
宣
公
十
一
年
経
注
。

④
公
羊
子
、
　
『
公
羊
伝
』
昭
公
九
年
「
陳
巳
滅
兵
。
其
言
陳
火
何
、
存
陳
也
。

自
存
陳
怖
英
。
昂
鳥
存
陳
。
滅
人
之
固
、
執
人
之
罪
人
、
殺
人
之
賊
」
葬

人
之
君
。
若
是
則
陳
存
怖
兵
。
」

匝
　
三
園
来
腺

十
二
公
之
世
、
魯
女
嫁
於
諸
侯
多
夫
。
濁
采
伯
姫
書
三
國
爽
腰
、
蓋
宣
公
元
妃

所
生
。
・
【
宣
公
元
年
、
夫
人
至
自
費
、
即
穆
姜
。
、
】

庶
出
之
子
不
書
生
、
故
子
同
生
特
書
。
庶
出
之
女
不
書
致
、
不
事
態
。
故
伯
姫

厨
於
宋
特
書
。

衛
碩
人
之
詩
日
、
東
宮
之
妹
、
正
義
日
、
東
宮
太
子
所
居
也
。
繋
太
子
言
之
、

明
輿
同
母
、
見
夫
人
所
生
之
貴
。
是
知
音
人
柄
庶
之
分
、
不
濁
子
也
、
女
亦
然

臭
。十

二
公
の
世
、
魯
女
の
諸
侯
に
嫁
す
る
も
の
多
し
。
濁
り
宋
伯
姫
の
み
三
園

上
・
つ

来
た
り
て
腰
す
【
①
〕
る
を
書
す
る
は
、
蓋
し
宣
公
の
元
妃
の
生
む
所
な
れ
ば

な
り
。
【
宣
公
元
年
〔
②
〕
　
「
夫
人
、
賓
よ
り
至
る
」
と
は
、
即
ち
穆
姜
な
り
。
】

庶
出
の
子
は
生
ま
る
る
を
書
せ
ず
、
故
に
　
「
子
同
の
生
ま
る
(
③
〕
」
　
る
を

特
に
書
す
。
庶
出
の
女
は
致
す
を
書
せ
ず
、
腰
を
書
せ
ず
。
故
に
「
伯
姫
の
宋
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と
つ

に
蹄
ぐ
【
④
二
を
特
に
書
す
。

衛
の
碩
人
の
詩
【
⑤
)
に
日
は
く
「
東
宮
の
妹
」
と
。
正
義
に
日
は
く
「
東

カ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と

J

b

宮
は
太
子
の
居
る
所
な
り
。
太
子
に
繋
け
て
之
を
言
ふ
は
、
輿
に
母
を
同
じ
く

す
る
を
明
ら
か
に
し
、
夫
人
の
生
む
所
の
貴
き
を
見
す
」
と
。
走
れ
知
り
ぬ
、

古
人
の
嫡
庶
の
分
は
、
濁
り
子
の
み
な
ら
ず
、
女
も
亦
た
然
る
を
。

①
三
國
来
腰
　
成
公
八
年
経
「
衛
人
爽
腰
」
、
九
年
経
「
吾
人
束
腰
」
、
十

年
経
「
斉
人
爽
腰
」
と
あ
る
三
条
を
指
す
。
「
膿
」
と
は
、
公
女
が
諸
侯

に
嫁
入
り
す
る
際
に
付
き
従
う
女
性
を
い
う
が
、
妹
や
姪
の
場
合
が
多
い
。

「
そ
い
よ
め
」
　
「
腰
元
」
と
い
う
和
訓
が
あ
て
ら
れ
る
。

②
宣
公
元
年
　
宣
公
元
年
経
「
公
子
遂
如
奔
逆
女
。
三
月
、
遂
以
夫
人
婦
姜

至
自
賛
」
。

③
子
同
生
　
　
桓
公
六
年
「
九
月
、
丁
卯
、
子
同
生
」
。
桓
公
の
嫡
子
、
後
の

荘
公
で
あ
る
。
ち
な
み
に
『
春
秋
』
経
文
の
上
に
生
没
年
が
明
記
さ
れ
て

い
る
の
は
、
こ
の
荘
公
同
と
孔
子
の
み
で
あ
る
。
孔
子
の
場
合
は
、
後
人

の
加
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
荘
公
は
『
春
秋
』
中
の
唯
一
の
例

言
其
大
夫
。
】
其
義
不
繋
於
君
、
猶
之
盟
合
之
卿
書
名
而
巳
。
胡
氏
以
鳥
罪
之

而
削
其
大
夫
、
非
也
。

閣
斌
呉
子
緑
葉
、
言
呉
子
則
君
可
知
夫
。
文
不
可
日
呉
閥
斌
其
君
也
。
【
盗
殺

察
侯
申
同
比
。
○
春
秋
中
凡
若
此
者
、
皆
超
子
所
謂
避
不
成
辞
。
】
穀
梁
子
日
、
不
稀

其
君
、
閣
不
得
君
其
君
也
、
非
也
。

*
文
脈
上
　
「
其
」
字
を
脱
し
た
も
の
と
み
な
し
、
私
見
に
よ
り
こ
れ
を
補
う
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

④
伯
姫
蹄
於
宋
　
成
公
一
九
年
経
「
二
月
Y

⑤
衛
碩
人
詩
　
　
『
毛
詩
』
衛
風
碩
人
貨
。

之
妹
」
　
と
あ
る
。

伯
姫
蹄
干
宋
」
。

「
賓
侯
之
子
、
衛
侯
之
妻
、
東
宮

因
　
殺
或
不
稀
大
夫

凡
書
殺
其
大
夫
者
、
義
繋
於
君
而
責
其
専
殺
也
。
盗
殺
鄭
公
子
研
公
子
費
公
子

_

軋
、
文
不
可
日
盗
殺
其
大
夫
、
故
不
言
大
夫
。
【
杜
氏
日
、
以
盗
鳥
文
、
故
不
得

凡
そ
「
其
の
大
夫
を
殺
す
」
を
書
す
る
は
‥
義
を
ば
君
に
繋
け
て
其
の
専
殺

を
責
む
る
な
り
。
「
盗
鄭
公
子
誹
・
公
子
接
・
公
子
軌
を
殺
す
〔
①
二
　
は
、
文

に
　
「
盗
其
の
大
夫
を
殺
す
」
　
と
日
ふ
べ
か
ら
ず
、
故
に
　
「
大
夫
」
を
言
は
ず
。

【
杜
氏
〔
②
〕
　
日
は
く
「
盗
を
以
て
文
を
焦
す
が
故
に
其
の
大
夫
と
言
ふ
を
得
ず
」

と
。
】
其
の
義
の
君
に
繋
け
ざ
る
こ
と
、
猶
は
之
れ
盟
合
の
卿
に
名
を
書
す
る

が
ご
と
き
の
み
。
胡
氏
〔
③
)
以
鳥
へ
ら
く
　
「
之
を
罪
し
て
其
の
大
夫
を
削

る
」
　
と
は
、
非
な
り
。

「
闇
呉
子
鰊
葉
を
耕
す
〔
④
二
　
る
は
、
「
呉
子
」
と
言
へ
ば
則
ち
君
な
る

こ
と
知
る
べ
し
。
文
に
　
「
呉
の
闇
其
の
君
を
耕
す
」
　
と
日
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な

午
　
【
「
盗
〓
祭
機
中
を
殺
す
〔
⑤
〕
」
も
比
に
同
じ
。
○
春
秋
中
の
凡
そ
比
の
若
き
者

は
、
皆
な
超
子
〔
⑥
〕
の
所
謂
る
r
辞
を
成
さ
ざ
る
を
避
く
」
る
も
の
な
り
。
】
穀
梁

子
【
⑦
〕
日
は
く
「
其
の
君
を
稀
せ
ざ
る
は
、
閤
其
の
君
を
君
と
す
る
を
得
ざ

れ
ば
な
り
」
　
と
は
、
非
な
り
。

①
盗
殺
鄭
公
子
誹
公
子
蚤
公
子
靴
　
喪
公
十
年
経
「
冬
、
盗
殺
鄭
公
子
誹
・

公
子
鞍
・
公
孫
靴
」
。

②
杜
氏
　
　
襲
公
十
年
経
注
。
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③
胡
氏
　
　
『
春
秋
胡
氏
伝
』
妾
公
十
年
。
「
故
削
其
大
夫
鳥
昔
官
失
職
者
之

蟹
也
」
と
あ
る
。

④
闇
就
呉
子
絵
寮
　
喪
公
二
十
九
年
経
「
闇
耗
呉
子
飴
察
」
。

⑤
盗
殺
葉
侯
申
　
哀
公
四
年
経
「
春
王
三
月
、
庚
戊
、
盗
殺
察
俵
中
二

⑥
超
子
　
超
匡
の
説
で
、
「
文
章
表
現
上
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
の
意
¢

『
春
秋
集
伝
纂
例
』
巻
四
朝
聰
如
例
第
十
五
の
附
例
「
王
臣
及
外
大
夫
以

操
事
来
者
」
の
条
、
ま
た
巻
十
五
用
兵
例
第
十
七
に
も
、
「
趨
子
田
」
と

し
て
見
え
る
。

⑦
穀
梁
子
　
　
『
穀
染
伝
』
裏
公
二
十
九
年
に
「
闇
、
門
者
也
。
寺
人
也
。
不

病
名
姓
。
闇
不
得
奔
於
人
。
不
l
欄
司
.
閤
刊
矧
惑
感
謝
也
l
。
嘩
君
不

便
無
恥
。
不
近
刑
人
。
不
押
敵
。
不
適
怨
。
嬢
人
非
所
貴
也
。
貴
人
非
所

刑
也
。
刑
人
非
所
近
也
。
拳
至
肢
而
加
之
呉
子
。
呉
子
近
刑
人
也
。
閻
耗

呉
子
絵
祭
、
仇
之
也
」
と
あ
る
。

[
補
説
]
趨
匡
の
「
避
不
成
絆
」
と
い
う
表
現
は
、
回
[
補
説
]
で
述
べ
た

「
臨
文
之
不
得
不
然
也
」
と
い
う
表
現
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。

ヽ

田
　
郁
子
来
含
公

定
公
十
四
年
、
大
蒐
干
比
蒲
。
郁
子
爽
合
公
。
春
秋
未
有
書
来
合
公
者
。
爽
合

非
朝
也
。
合
干
大
蒐
之
地
也
。
嘉
事
不
以
野
成
、
故
明
年
正
月
復
来
朝
。

し
.
つ

定
公
十
四
年
「
大
い
に
比
蒲
に
蒐
す
。
都
子
爽
た
り
て
.
公
に
合
す
」
。
春
秋

に
は
未
だ
「
来
た
り
て
公
に
合
す
」
る
を
書
す
る
者
有
ら
ず
。
「
来
含
」
は

r
朝
」
に
非
ざ
る
な
り
。
大
蒐
の
地
に
合
す
る
な
り
。
嘉
事
は
野
を
以
て
成
ら

ず
【
①
)
、
故
に
明
年
〔
②
〕
正
月
に
復
た
「
来
朝
」
す
。

①
嘉
事
不
以
野
成
　
参
考
=
『
左
伝
』
定
公
十
年
「
犠
象
不
出
門
、
嘉
欒
不
野

合
」
。
『
左
伝
』
の
意
味
は
、
儀
式
に
使
う
礼
器
は
国
門
を
出
な
い
し
、

野
外
で
正
式
な
演
奏
は
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

②
明
年
　
定
公
十
五
年
経
「
十
有
五
年
春
、
王
正
月
、
郁
子
爽
朝
」
。

田
　
葬
用
柔
日

春
秋
葬
皆
用
柔
日
。
宣
公
八
年
冬
十
月
己
丑
、
葬
我
小
君
敬
巌
。
雨
不
克
葬
。

庚
寅
日
中
而
克
葬
。
定
公
十
五
年
九
月
丁
巳
、
葬
我
君
定
公
。
雨
不
克
葬
。
戊

午
日
下
炭
乃
克
葬
。
己
丑
丁
巳
所
卜
之
日
也
。
遅
而
至
於
明
日
者
、
事
之
嬰
也
、

非
用
剛
日
也
。
【
経
文
所
書
葬
列
國
之
君
、
無
非
柔
日
者
。
惟
成
公
十
五
年
秋
八
月
庚

辰
、
葬
宋
共
公
、
是
剛
日
。
其
亦
雨
不
克
葬
、
遅
而
至
於
明
日
也
輿
。
】
漢
人
不
知
此

義
、
而
長
陵
【
高
帝
】
以
丙
寅
、
茂
陵
【
武
帝
】
以
甲
申
、
平
陵
【
昭
帝
】
以

壬
申
、
洞
陵
【
元
帝
】
以
丙
戊
、
義
陵
【
哀
帝
】
以
壬
寅
、
皆
用
剛
日
。

穆
天
子
侍
、
盛
姫
之
葬
以
壬
戊
。
疑
其
害
鳥
後
人
偽
作
。

春
秋
の
r
葬
」
に
は
皆
な
柔
日
〔
①
】
を
用
ふ
。
宣
公
八
年
「
冬
十
月
己
丑
、

あ

た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

よ

我
が
小
君
敬
巌
を
葬
む
る
。
雨
ふ
り
て
葬
む
る
克
は
ず
。
庚
寅
日
中
に
し
て
克

く
葬
る
」
。
定
公
十
五
年
「
九
月
丁
巳
、
我
が
君
定
公
を
葬
む
る
。
雨
ふ
り
て

か
た
む

葬
む
る
克
は
ず
。
戊
午
の
日
下
り
民
き
て
乃
ち
克
く
葬
む
る
」
。
己
丑
・
丁
巳

は
卜
す
る
所
の
日
な
り
。
遅
れ
て
明
日
に
至
る
は
、
事
の
壁
に
し
て
、
剛
日
を

用
ふ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
【
経
文
に
書
す
る
所
の
列
国
の
君
を
葬
む
る
も
の
、
桑
田

た

に
非
ざ
る
者
無
し
。
惟
だ
成
公
十
五
年
「
秋
八
月
庚
辰
、
采
の
共
公
を
葬
む
る
」
　
の
み
は
、

180
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是
れ
剛
日
な
り
。
其
れ
亦
た
雨
ふ
り
て
葬
む
る
克
は
ず
、
遅
れ
て
明
日
に
至
る
も
の
な
る

か
。
】
漢
人
〔
②
〕
は
此
の
義
を
知
ら
ず
し
て
、
長
陵
【
高
帝
】
　
は
丙
寅
を
以
て

し
、
茂
陵
【
武
帝
】
　
は
甲
申
を
以
て
し
、
平
陵
【
昭
帝
】
は
壬
申
を
以
て
し
、

洞
陵
【
元
帝
】
は
丙
戊
を
以
て
し
、
義
陵
【
哀
帝
】
　
は
壬
寅
を
以
て
し
、
皆
な

剛
日
を
用
ふ
。

穆
天
子
樽
〔
③
】
に
、
盛
姫
の
葬
を
ば
壬
戊
を
以
て
す
。
疑
ふ
ら
く
は
其
の

た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ハ

書
は
後
人
の
偽
作
す
る
も
の
盛
り
。

①
柔
日
　
　
十
干
の
う
ち
、
甲
・
丙
・
戊
・
庚
・
壬
を
剛
日
、
乙
・
丁
・
己
・

辛
・
笑
を
　
「
柔
日
」
　
と
す
る
。
『
穏
記
』
曲
種
上
篇
に
　
「
外
事
用
剛
日

〔
鄭
玄
‥
順
其
出
鳥
陽
也
。
出
郊
鳥
外
事
。
春
秋
停
日
、
甲
午
嗣
兵
〕
、

内
事
用
柔
日
　
〔
順
其
居
内
島
陰
〕
　
」
　
と
あ
り
、
ま
た
『
儀
穏
』
士
虞
種
に

も
　
「
始
虞
用
柔
目
し
　
と
あ
る
。
埋
葬
は
柔
日
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
。

②
漢
人
　
　
『
漢
書
』
本
紀
中
か
ら
皇
帝
埋
葬
の
記
事
を
抜
粋
す
る
と
以
下
の

通
り
。
*
印
が
剛
日
で
あ
る
か
ら
、
顧
氏
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。

哀
帝
紀
　
　
「
秋
九
月
壬
寅
、
葬
義
陵
」
　
*

③
穆
天
子
侍
　
『
穆
天
子
伝
』
巻
六
に
は
「
刊
園
、
天
使
南
葬
盛
姫
干
欒
池
之

南
」
　
と
あ
っ
て
、
実
は
顧
氏
の
い
う
「
壬
戊
」
　
で
は
な
い
。
た
だ
し
　
「
甲

辰
」
　
も
剛
日
で
あ
る
の
で
、
論
旨
に
支
障
は
無
い
こ
と
に
な
る
。

な
お
『
穆
天
子
伝
』
は
、
晋
代
に
戦
国
時
代
の
魂
王
の
基
か
ら
出
土
し

た
、
い
わ
ゆ
る
汲
家
書
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
周
の
穆
王
の
旅

行
記
の
体
裁
を
と
っ
て
展
開
す
る
が
、
顧
氏
は
そ
れ
が
穆
王
時
代
の
実
録

だ
と
見
な
す
こ
と
に
疑
義
を
提
出
し
て
.
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
晋

」

代
の
偽
作
と
見
な
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。

[
補
説
]
井
上
絶
氏
　
「
股
代
廟
号
考
-
廟
号
と
陰
陽
の
関
係
-
」

『
環
シ
ナ
海
文
化
と
古
代
日
本
-
道
教
と
そ
の
周
辺
』
人
文
書
院

に
よ
れ
ば
l
、
甲
骨
文
に
記
述
さ
れ
た
股
王
の
埋
葬
記
録
か
ら
、

時
期
も
や
は
り
柔
日
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

(
千
田
稔
編

一
九
九
〇
年
)

股
王
の
埋
葬
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高
帝
紀
下

恵
帝
紀

文
帝
紀

景
帝
紀

武
帝
紀

昭
帝
紀

元
帝
紀

元
帝
紀

成
帝
紀

「
五
月
丙
寅
、

「
九
月
辛
丑
、

「
六
月
乙
巳
、

「
二
月
奨
酉
、

「
三
月
甲
申
、

「
六
月
壬
申
、

葬
長
陵
」
　
*

葬
安
陵
」

葬
覇
陵
」

葬
陽
陵
」

葬
茂
陵
」
　
*

葬
平
陵
」
　
*

「
春
王
正
月
辛
丑
、
孝
宣
皇
帝
葬
杜
陵
」

「
秋
七
月
丙
戊
、
葬
洞
陵
」
　
*

「
四
月
己
卯
、
葬
延
陵
」

Ⅲ
　
諸
侯
在
喪
稲
子

凡
紐
立
之
君
、
晩
年
正
月
乃
書
即
位
、
然
後
成
之
鳥
君
。
未
瑜
年
則
稀
子
。
未

瑜
年
、
又
未
葬
則
碑
名
。
先
君
初
没
、
人
子
之
心
不
忍
亡
其
父
也
。
父
前
子
名

故
稀
名
。
荘
公
三
十
二
年
子
般
卒
、
裏
公
三
十
一
年
子
野
卒
、
是
也
。
巳
葬
則

子
道
畢
両
君
道
始
臭
。
子
而
不
名
。
文
公
十
八
年
子
卒
、
偉
公
二
十
五
年
衛
子

【
成
公
】
、
二
十
八
年
陳
子
【
共
公
】
、
定
公
三
年
都
子
【
隠
公
】
是
也
。

【
雑
記
日
、
君
亮
、
太
子
競
稲
子
、
待
猶
君
也
。
鄭
氏
注
目
、
謂
未
瞼
年
也
。
】
瑜
年

則
改
元
、
國
不
可
以
噴
年
無
君
。
【
白
虎
通
日
、
瑜
年
橋
公
者
、
縁
臣
民
之
心
、
不

可
一
日
無
君
也
。
縁
終
始
之
義
、
一
年
不
可
有
二
君
也
。
】
　
故
有
不
待
葬
而
即
位
、
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則
巳
成
之
鳥
君
。
文
公
元
年
春
王
正
月
、
公
即
位
、
成
公
元
年
春
王
正
月
、
公

即
位
、
定
公
元
年
夏
六
月
戊
辰
、
公
即
位
、
桓
公
十
三
年
衛
侯
【
恵
公
】
、
宣

公
十
一
年
陳
侯
【
成
公
】
H
、
成
公
三
年
末
公
【
共
公
】
、
衛
侯
【
定
公
】
是
也
。

所
以
敬
守
而
重
社
稜
也
。
∴
杜
氏
左
俸
注
、
街
宣
公
未
葬
、
恵
公
稀
侯
以
接
鄭
園
、

非
確
也
。
蓋
不
達
此
義
。
】
此
皆
周
公
之
制
、
魯
史
之
文
、
而
夫
子
遵
之
者
也
。

公
羊
侍
日
、
君
存
稀
世
子
、
【
世
子
下
仇
昔
繋
名
。
若
陳
世
子
款
鄭
世
子
華
之

類
。
】
君
亮
稀
子
某
、
既
葬
稲
子
、
瑜
年
稀
公
、
得
之
臭
。

未
葬
両
名
、
、
亦
有
不
名
者
。
偉
公
九
年
末
子
【
喪
公
】
、
定
公
四
年
陳
子
【
懐

公
】
是
也
。
所
以
従
同
也
。
【
盟
倉
之
文
、
従
同
而
書
、
不
得
濁
異
。
○
昭
公
二
十

二
年
、
劉
子
草
子
以
王
猛
居
於
皇
、
劉
貧
亦
在
喪
。
】
巳
葬
而
不
名
、
亦
有
名
之
者
。

昭
公
二
十
二
年
王
子
猛
、
是
也
。
所
以
示
別
也
　
【
嫌
干
敬
三
王
子
朝
】
。

鄭
伯
突
出
奔
察
者
、
巳
即
位
之
君
也
。
鄭
世
子
忽
復
蹄
干
鄭
者
、
巳
葬
来
臨
年
之
子
也
。

比
臨
文
之
不
得
不
然
、
非
聖
人
之
抑
忽
而
進
突
也
【
忽
突
皆
名
、
別
嫌
也
。
杜
氏
注
賎
之

者
非
】
。

里
克
殺
其
君
之
子
妥
奔
者
、
未
葬
居
喪
之
子
也
。
里
克
耗
其
君
卓
者
、
瑜
年
巳

即
位
之
君
也
。
此
臨
文
不
得
不
然
。
穀
梁
侍
日
、
其
君
之
子
云
者
、
国
人
不
子

也
、
非
也
。

、

つ

凡
そ
継
ぎ
て
立
つ
の
君
は
、
年
を
替
え
て
正
月
に
乃
ち
「
即
位
」
を
書
し
、

然
る
後
に
之
を
成
し
て
　
「
君
」
　
と
鳥
す
。
未
だ
年
を
瑜
え
ざ
れ
ば
則
ち
　
「
子
」

と
稀
す
。
未
だ
年
を
瑜
え
ず
、
又
た
未
だ
葬
ら
ざ
れ
ば
則
ち
　
「
名
」
　
を
稲
す
。

う
し
な

先
君
初
め
て
没
す
れ
ば
、
人
子
の
心
と
し
て
共
の
父
を
亡
ふ
に
忍
び
ざ
る
な
り
。

父
の
前
に
て
は
子
は
名
い
ふ
〔
①
〕
が
故
に
　
「
名
」
　
を
辞
す
。
荘
公
三
十
二
年

「
子
般
卒
す
」
、
喪
公
三
十
一
年
「
千
野
卒
す
」
、
是
れ
な
り
。
巳
に
葬
む
れ

お
は

ば
則
ち
子
道
畢
り
て
君
道
始
ま
る
。
「
子
」
と
い
ひ
て
　
「
名
」
　
い
は
ず
。
文
公

十
八
年
「
子
卒
す
」
、
F
借
公
二
十
五
年
「
衛
子
」
　
【
成
公
】
、
二
十
八
年
「
陳

子
」
　
【
共
公
】
・
定
公
三
年
r
郁
子
」
　
【
隠
公
】
是
れ
な
り
。
【
雑
記
軒
に

日
は
く
「
君
亮
ず
れ
ば
、
太
子
は
競
し
て
子
と
稀
す
。
待
つ
こ
と
猶
ほ
君
の
ご
と
き
な

り
」
.
と
。
鄭
氏
注
に
日
は
く
r
未
だ
年
を
瑜
え
ざ
る
を
謂
ふ
な
り
」
と
。
】
年
を
瑜
ゆ

く
わ
う
ね
ん

れ
ば
則
ち
改
元
す
る
は
、
園
は
以
て
噴
年
君
無
か
る
べ
か
ら
ざ
れ
ば
な
りよ

【
③
〕
。
【
白
虎
通
〔
⑥
〕
に
日
は
く
「
年
を
瞼
え
て
公
を
稲
す
る
は
、
臣
民
の
心
に
縁

れ
ば
、
一
日
と
し
て
君
無
か
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
終
始
の
義
に
縁
れ
ば
、
一
年
に
二
君

有
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
】
故
に
葬
を
待
た
ず
し
て
即
位
す
る
も
の
有
れ
ば
、

則
ち
巳
に
之
を
成
し
て
君
と
鳥
す
。
文
公
〔
⑤
)
元
年
「
春
王
正
月
、
公
即
位

す
」
、
成
公
【
⑤
〓
冗
年
「
春
王
正
月
、
公
即
位
す
」
、
定
公
〔
⑤
〓
冗
年
「
夏

六
月
戊
辰
、
公
即
位
す
」
、
桓
公
十
三
年
の
衛
侯
〔
⑥
〕
　
【
志
公
】
、
宣
公
十

一
年
の
陳
侯
〔
⑦
〕
　
【
成
公
】
、
成
公
三
年
の
宋
公
【
共
公
】
、
衛
侯
【
⑧
】
　
【
定

つ
つ
し

公
】
是
れ
な
り
。
守
を
敬
み
て
社
稜
を
重
ん
ず
る
所
以
な
り
。
【
杜
氏
左
侍
注

【
⑨
〕
に
、
r
衛
の
宣
公
を
ば
未
だ
葬
ら
ざ
る
に
、
恵
公
の
侯
を
稀
し
て
以
て
郷
国
に
接

す
る
は
、
非
穂
な
り
」
と
は
、
蓋
し
比
の
義
に
達
せ
ざ
る
な
り
。
】
此
れ
皆
な
周
公
の

し
た
が

制
、
魯
史
の
文
に
し
て
、
夫
子
之
に
遵
ふ
者
な
り
。
公
羊
侍
〔
⑳
〕
に
日
は
ぐ

な

「
君
存
す
れ
ば
世
子
と
精
し
、
【
世
子
の
下
に
仇
は
昔
に
名
を
繋
く
べ
し
。
陳
世
子

款
・
鄭
世
子
華
〔
⑧
】
の
若
き
の
類
な
り
。
】
君
亮
ず
れ
ば
子
某
と
稀
し
、
既
に
葬

れ
ば
子
と
稀
し
、
年
を
瑜
ゆ
れ
ば
公
と
稀
す
」
　
と
は
、
之
を
得
た
り
。

未
だ
葬
む
ら
ざ
れ
ば
名
い
ふ
も
、
亦
た
名
い
は
ざ
る
者
有
り
。
倍
公
九
年
の

末
子
〔
⑬
〕
　
【
裏
公
】
、
定
公
四
年
の
陳
子
〔
⑳
〕
　
【
懐
公
】
、
是
れ
な
り
。
同

じ
き
に
従
ふ
〔
⑭
〕
所
以
な
り
。
【
盟
合
の
文
、
同
じ
き
に
従
ひ
て
書
し
、
濁
り
異
に

す
る
を
得
ず
。
○
昭
公
二
十
二
年
　
「
劉
子
・
草
子
王
猛
を
以
て
皇
に
居
る
」
　
は
、
劉
盆
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亦
た
喪
に
在
り
。
】
巳
に
葬
れ
ば
名
い
は
ざ
る
も
、
亦
た
之
に
名
い
ふ
者
有
り
。

昭
公
二
十
二
年
の
王
子
猛
、
足
れ
な
り
。
別
を
示
す
所
以
な
り
。
【
敬
王
の
王

う
た
が

子
朝
に
嫌
ひ
あ
り
4
】

「
鄭
伯
突
葉
に
出
奔
す
【
⑬
】
」
　
る
は
、
巳
に
即
位
せ
る
の
君
な
り
。
「
鄭

の
世
子
忽
鄭
に
復
掃
す
【
⑯
〕
」
　
る
は
、
巳
に
葬
む
る
も
未
だ
年
を
給
え
ざ
る

の
子
な
り
。
此
れ
文
に
臨
む
の
然
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
も
の
に
て
、
聖
人
の
忽
を

抑
へ
て
突
を
進
む
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
【
忽
・
突
に
皆
な
名
い
ふ
は
、
嫌
を
別

つ
な
り
。
杜
氏
注
〔
⑳
】
の
　
「
之
を
賎
し
む
」
と
は
、
非
な
り
。
】

「
里
克
其
の
君
の
子
実
車
を
殺
す
〔
⑩
〕
」
　
と
は
、
未
だ
葬
む
ら
ず
喪
に
居

る
の
子
な
り
。
「
里
克
其
の
君
卓
を
耗
す
〔
⑳
〕
」
　
と
は
、
年
を
倫
え
巳
に
即

位
す
る
の
君
な
り
。
此
れ
文
に
臨
む
の
然
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
。
穀
梁
侍

【
⑳
)
に
日
は
く
「
其
の
君
の
子
と
云
ふ
は
、
國
人
子
と
せ
ざ
る
な
り
」
と
は
、

非
な
り
。

①
父
前
子
名
　
　
『
稽
記
』
曲
穏
上
。

②
雑
記
　
　
『
穏
記
』
雑
記
上
。

③
不
可
以
喧
年
無
君
　
　
参
考
‥
『
公
羊
伝
』
閃
公
二
年
「
荘
公
死
、
子
般
就
、

閃
公
就
、
比
三
君
死
。
嘲
倒
瑚
刹
」
。
ま
た
文
公
元
年
経
「
春
、
王
正
月
、

公
即
位
」
の
杜
頭
注
に
「
先
君
未
葬
而
公
即
位
、
司
可
嘲
判
珂
潮
故
J
と

あ
り
、
そ
の
琉
に
は
　
「
諸
侯
之
頑
、
既
葬
成
君
。
先
君
錐
則
未
葬
、
既
除

年
英
、
而
君
即
位
者
、
不
可
噴
年
無
君
故
也
。
即
位
必
於
歳
首
。
若
歳
首

不
行
此
種
、
繚
月
不
得
行
之
。
便
是
噴
年
無
君
、
故
雌
則
未
葬
、
亦
即
行

之
j
　
と
あ
る
。
「
長
期
間
に
わ
た
っ
て
君
主
の
い
な
い
状
態
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
」
　
の
意
。

④
白
虎
通
　
　
『
白
虎
通
』
爵
篇
。

⑤
文
公
・
成
公
・
定
公
　
　
文
公
の
父
億
公
の
死
は
前
年
の
十
二
月
、
成
公
の

父
宣
公
は
十
月
、
定
公
の
兄
昭
公
は
十
二
月
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
正
月
の

時
点
で
は
埋
葬
を
終
え
て
い
な
い
。
し
か
る
に
「
即
位
」
　
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
。

⑥
桓
公
十
三
年
衛
侯
　
　
桓
公
十
三
年
経
「
十
有
三
年
、
春
、
二
月
、
公
舎
紀

侯
・
鄭
伯
。
己
巳
、
及
賓
侯
・
宋
公
・
衛
侯
㍉
燕
人
戦
。
賓
師
・
末
節
・
衛
師
・

燕
師
敗
績
」
に
見
え
る
衛
侯
(
憲
公
)
　
の
父
宣
公
は
、
そ
l
の
前
年
の
十
二

月
に
　
「
丙
戊
、
衛
侯
晋
卒
」
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
埋
葬
は
桓
公
十

三
年
経
に
　
「
三
月
、
葬
衛
宣
公
」
　
と
あ
る
。

⑦
宣
公
十
一
年
陳
侯
　
　
宣
公
十
一
年
経
「
夏
、
楚
子
・
陳
侯
・
鄭
伯
盟
干
辰

陵
」
　
に
見
え
る
陳
侯
(
成
公
)
　
の
父
霊
公
は
、
そ
の
前
年
に
拭
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
埋
葬
は
宣
公
十
二
年
経
に
「
十
有
二
年
、
春
、
葬
陳
藍
公
」

と
あ
る
。

⑧
成
公
三
年
末
公
衛
侯
　
　
成
公
三
年
経
「
春
、
王
正
月
、
公
舎
曹
侯
・
宋
公
・

衛
侯
・
曹
伯
伐
鄭
」
　
に
見
え
る
采
公
　
(
共
公
)
　
の
父
文
公
は
、
前
年
の
八

月
に
卒
し
て
い
る
が
、
そ
の
埋
葬
は
成
公
三
年
経
に
　
「
　
(
三
月
)
　
乙
亥
、

葬
宋
文
公
」
　
と
あ
る
。
ま
た
衛
侯
(
定
公
)
　
の
父
穆
公
は
、
前
年
の
九
月

に
卒
し
て
い
る
が
、
そ
の
埋
葬
は
成
公
三
年
経
に
「
(
正
月
)
辛
亥
、
葬

衛
穆
公
」
　
と
あ
る
。

⑨
杜
氏
左
侍
注
　
　
桓
公
十
三
年
「
己
巳
、
及
賓
侯
宋
公
衛
侯
燕
人
戦
。
賓
師

采
師
衛
師
燕
師
敗
績
」
　
の
条
。

⑩
公
羊
侍
　
　
『
公
羊
伝
』
荘
公
三
十
二
年
に
「
子
卒
云
子
卒
。
此
其
稲
子
般

卒
何
。
君
存
稀
世
子
、
葡
刻
欄
刊
某
、
l
威
廟
痢
刊
。
-
感
朝
痢
公
。
子
般
卒
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何
以
不
書
葬
、
未
瑜
年
之
君
也
。
有
子
則
廟
。
廟
則
書
葬
。
無
子
不
廟
。

不
廟
則
不
書
葬
」
　
と
あ
る
。

⑫
陳
世
子
款
鄭
世
子
華
　
　
僑
公
七
年
経
に
　
r
秋
、
七
月
、
公
合
葬
侯
・
采
公
・

圃
笥
剰
増
刊
朝
盟
子
宮
母
」
と
あ
り
、
ま
た
倍
公
八
年
経
に
「
春

王
正
月
、
公
舎
王
人
・
賓
侯
・
宋
公
・
衛
侯
・
許
男
・
曹
伯
・
鴎
増
刊
劉
盟
干

挑
」
　
と
あ
る
。

⑫
債
公
九
年
末
子
　
　
倍
公
九
年
経
「
春
王
三
月
、
丁
丑
、
采
公
御
説
卒
。
夏
、

公
舎
宰
周
公
・
賓
侯
・
珂
刊
・
衛
侯
・
鄭
伯
・
許
男
・
曹
伯
干
葵
丘
」
を
い
う
。

『
左
伝
』
に
は
　
「
九
年
、
春
、
采
桓
公
卒
。
未
葬
而
褒
公
舎
諸
侯
、
故
日

子
。
凡
在
喪
、
王
日
小
童
、
公
侯
日
子
」
　
と
あ
る
。

⑬
定
公
四
年
陳
子
　
　
定
公
四
年
経
「
三
月
、
公
合
劉
子
・
音
侯
・
宋
公
・
察
侯
・

衛
侯
・
鴎
刊
・
鄭
伯
・
許
男
・
曹
伯
・
吉
子
・
郁
子
・
頓
子
・
朝
子
・
勝
子
・
薛
伯
・

栂
伯
・
小
郁
子
・
奔
國
夏
干
召
陵
、
侵
楚
」
。

⑭
従
同
　
園
参
照
。

⑬
鄭
伯
突
　
　
桓
公
十
五
年
経
「
五
月
、
鄭
伯
突
出
奔
察
」
。
杜
預
「
以
自
奔

鳥
文
、
罪
之
也
」
。

⑯
鄭
世
子
忽
　
桓
公
寸
五
年
経
「
鄭
世
子
忽
復
掃
干
鄭
」
。

⑰
杜
氏
、
注
　
顧
氏
の
引
用
で
は
「
戌
之
」
で
あ
る
が
、
注
⑮
に
あ
る
よ
う
に

「
罪
之
」
　
が
正
し
い
。
顧
氏
の
引
用
間
違
い
。

⑬
里
克
　
　
億
公
九
年
経
「
冬
、
音
里
克
殺
其
君
之
子
実
費
」
。

⑳
里
克
　
　
偉
公
十
年
経
「
音
里
克
蹴
其
君
卓
及
其
大
夫
苛
息
」
。

⑳
穀
染
樽
　
　
借
公
九
年
「
其
君
之
子
云
者
、
國
人
不
子
也
。
國
人
不
子
何
也
。

不
正
其
殺
世
子
中
生
而
立
之
也
」
。

団
　
未
論
年
書
葬

即
位
之
穂
、
必
於
瑜
年
之
正
月
即
位
、
然
後
國
人
稀
之
日
君
。
春
秋
之
時
、
有

先
君
巳
葬
、
不
待
臆
年
而
先
即
位
者
兵
。
宣
公
十
年
、
賓
侯
使
國
佐
来
聴
【
頃

公
】
、
成
公
四
年
、
鄭
伯
伐
許
【
悼
公
】
、
稀
爵
者
従
其
國
之
告
、
亦
以
著
其

無
父
之
罪
。

即
位
の
超
は
、
必
ず
瑜
年
の
正
月
に
於
て
「
即
位
」
し
、
然
る
後
に
国
人
之

を
補
し
て
「
君
」
と
日
ふ
。
春
秋
の
時
、
先
君
巳
に
葬
り
、
瑜
年
を
待
た
ず
し

て
先
づ
即
位
す
る
者
有
り
。
宣
公
十
年
〔
①
】
　
「
奔
侯
國
佐
を
し
て
来
聴
せ
し

む
」
　
【
頃
公
】
、
成
公
四
年
〔
②
〕
　
「
鄭
伯
許
を
伐
つ
」
　
【
悼
公
】
に
、
爵
を

稀
す
る
は
、
其
の
園
の
告
に
従
ふ
に
て
、
亦
た
以
て
其
の
父
を
無
み
す
る
の
罪

を
著
す
。

①
宣
公
十
年
　
　
賓
恵
公
の
没
し
た
直
後
、
頃
公
が
国
佐
を
来
蒋
さ
せ
た
こ
と
。

経
文
は
以
下
の
通
り
。

宣
川
　
己
巳
、
賓
侯
元
卒

宣
1
0
　
公
孫
蹄
父
如
賓
、
葬
斉
憲
公

宣
川
　
奔
侯
使
國
佐
爽
聴

②
成
公
四
年
　
　
鄭
襲
公
の
没
し
た
直
後
、
悼
公
が
許
を
伐
っ
た
こ
と
。
経
文

は
以
下
の
通
り
。
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[
補
説
]
近
時
、
平
勢
隆
郎
氏
は
『
新
編
史
記
東
周
年
表
』
　
(
東
京
大
学
東
洋

文
化
研
究
所
・
東
京
大
学
出
版
会
一
九
九
五
年
)
　
以
後
、
『
中
国
古
代
紀
年
の

研
究
』
　
(
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
・
汲
古
層
院
一
九
九
六
年
)
・
『
左
侍

の
資
料
批
判
的
研
究
』
　
(
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
・
汲
古
書
院
一
九
九
八

年
)
・
『
『
史
記
』
二
二
〇
〇
年
の
虚
実
』
　
(
講
談
社
　
二
〇
〇
〇
年
)
・

『
中
国
古
代
の
予
言
書
』
　
(
講
談
社
現
代
新
書
　
二
〇
〇
〇
年
)
・
『
よ
み
が

え
る
文
字
と
呪
術
の
帝
国
』
　
(
中
公
新
書
　
二
〇
〇
一
年
)
等
の
一
連
の
業
績

の
中
で
、
司
馬
遷
『
史
記
』
の
先
秦
の
記
事
中
に
見
え
る
膨
大
な
年
代
矛
盾

の
存
在
を
指
摘
し
、
か
か
る
年
代
矛
盾
は
、
君
主
の
即
位
年
の
呼
び
方
=

「
称
元
法
」
　
を
司
馬
遷
が
誤
解
し
た
こ
と
起
因
す
る
と
い
う
注
目
す
べ
き
新

説
を
提
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
戦
国
中
期
、
よ
り
具
体
的
に
は
紀
元
前
三
三

八
年
、
斉
国
に
お
い
て
立
年
称
元
法
　
(
先
君
が
死
亡
し
た
そ
の
年
を
新
君
の
元

年
と
称
す
る
)
　
か
ら
瑜
年
称
元
法
　
(
先
君
死
亡
の
翌
年
を
新
君
の
元
年
と
称
す

る
)
　
に
切
り
替
え
ら
れ
、
順
次
他
の
諸
国
も
こ
れ
に
倣
っ
た
が
、
前
漠
武
帝

期
に
編
纂
さ
れ
た
『
史
記
』
で
は
、
司
馬
遷
が
立
年
称
元
法
に
よ
っ
て
記
録

さ
れ
て
い
た
年
代
を
、
す
べ
て
瑜
年
称
元
法
に
よ
る
も
の
と
誤
解
し
て
記
述

し
た
た
め
、
年
代
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
『
春
秋
』
は
瑜
年
称
元
法
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ

の
成
書
年
代
は
、
早
く
と
も
紀
元
前
三
三
八
年
以
降
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら

れ
、
こ
れ
と
関
連
し
て
『
公
羊
伝
』
・
『
穀
染
伝
』
・
『
左
氏
伝
』
の
三
伝

の
成
立
事
情
に
つ
い
て
も
、
前
人
未
発
の
見
解
を
開
示
さ
れ
て
い
る
。
い
ず

れ
も
従
来
の
経
学
研
究
の
成
果
と
は
全
く
異
な
る
新
説
で
あ
る
。

団
　
姐
氏
卒

定
公
十
五
年
旭
氏
卒
、
不
書
亮
、
不
稀
夫
人
、
葬
不
稀
小
君
。
蓋
春
秋
自
成
風

以
下
、
錐
以
妾
母
島
夫
人
、
然
必
公
即
位
而
後
稀
之
。
此
姐
氏
之
不
稀
者
、
本

無
其
事
也
。
【
左
氏
侍
謂
不
成
喪
者
、
非
。
】
後
世
之
君
多
於
柩
前
即
位
。
於
是

大
行
未
葬
、
而
尊
其
母
島
皇
太
后
。
【
績
漠
鵡
儀
志
、
三
公
奏
尚
書
顧
命
、
太
子
即

*

日
即
天
子
位
於
柩
前
。
請
太
子
即
皇
帝
位
、
皇
后
鳥
皇
太
后
。
奏
可
。
革
臣
皆
出
、
吉
服

入
会
如
儀
。
】
及
乎
所
生
、
亦
以
例
加
之
。
安
武
於
君
、
子
疑
於
父
、
而
先
王

之
穏
亡
夫
。

*
原
抄
本
は
　
「
吉
」
字
を
　
r
易
」
字
に
作
る
。

定
公
十
五
年
【
①
〕
　
「
姐
氏
卒
す
」
　
に
、
「
尭
」
　
を
書
せ
ず
、
.
「
夫
人
」
　
を

稀
せ
ず
、
「
葬
」
　
に
「
小
君
」
を
科
せ
ず
。
蓋
し
春
秋
は
成
風
よ
り
以
下
、
妾

母
を
以
て
夫
人
と
鳥
す
と
錐
ど
も
、
然
れ
ど
も
必
ず
公
の
即
位
し
て
後
に
之
を

稀
す
。
比
の
姐
氏
の
稀
せ
ざ
る
は
、
本
と
其
の
事
無
け
れ
ば
な
り
。
【
左
氏
侍

〔
②
〕
に
謂
ふ
「
喪
を
成
さ
ず
」
と
は
、
非
な
り
。
】
後
世
の
君
は
柩
前
に
即
位
す

る
も
の
多
し
。
是
に
於
て
大
行
〔
④
〕
未
だ
葬
ら
ざ
る
と
き
、
其
の
母
を
尊
び

て
皇
太
后
と
鳥
す
。
【
績
漠
絶
儀
志
【
③
〕
に
、
三
公
奏
す
ら
く
「
尚
書
顧
命
【
⑤
〕

に
て
は
、
太
子
即
日
に
天
子
の
位
に
柩
前
に
即
く
。
請
ふ
太
子
、
皇
帝
位
に
即
き
、
皇
后

を
皇
太
后
と
鳥
さ
ん
こ
と
を
。
奏
可
と
せ
ら
る
。
革
臣
皆
な
出
で
、
書
服
し
て
入
り
て
合

す
る
こ
と
儀
の
如
く
す
」
と
。
】
生
ず
る
所
に
及
び
て
も
、
亦
た
例
を
以
て
之
に

え
ノ
た
が

加
ふ
。
妾
君
に
式
は
れ
、
子
父
に
疑
は
れ
て
、
先
王
の
種
は
亡
び
た
り
。

①
定
公
十
五
年
　
　
定
公
十
五
年
の
定
姐
に
関
す
る
経
文
は
「
秋
七
月
壬
申
、

姐
氏
卒
。
辛
巳
、
葬
定
姐
」
。

185
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②
左
氏
侍
　
　
『
左
伝
』
定
公
十
五
年
で
は
「
葬
定
姐
。
不
稀
小
君
、
不
成
喪

也
」
　
と
あ
る
。

③
績
洪
積
儀
志
　
　
『
後
漢
書
』
穐
儀
志
下
。
「
ヨ
勾
司
瑚
司
圃
倒
1
期
刊
醐

口
即
天
子
位
干
拓
前
、
錆
太
子
即
出
帝
位
、
虫
后
篤
真
太
后
、
奏
可
も

司
司
間
刃
創
珂
倒
。
大
尉
升
自
陣
階
、
昔
柩
御
坐
北
面
稽
首
、
諌

策
畢
、
以
侍
國
玉
璽
綬
東
面
脆
授
皇
太
子
、
即
皇
帝
位
。
中
黄
門
掌
兵
以

玉
具
、
随
侯
珠
、
斬
蛇
費
鋤
授
大
尉
、
告
令
革
臣
、
′
革
臣
皆
伏
稀
萬
歳
。

戎
大
赦
天
下
。
遣
使
者
詔
開
城
門
、
宮
門
、
罷
屯
衛
兵
。
革
臣
百
官
罷
、

入
成
喪
服
如
種
。
兵
官
戒
。
三
公
、
太
常
如
種
。
」

◎
大
行
　
　
天
子
や
皇
后
が
崩
御
す
る
こ
と
を
い
う
。

⑤
尚
書
顧
命
　
　
『
尚
書
』
顧
命
篇
に
は
、
成
王
の
崩
御
の
後
に
康
王
が
即
位

し
た
事
情
が
、
日
を
追
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

団
　
卿
不
書
族

春
秋
之
文
、
不
書
族
者
有
二
義
。
無
教
卒
、
挟
卒
、
柔
合
宋
公
陳
侯
察
叔
盟
干

折
、
溺
会
費
師
伐
衛
、
未
賜
族
也
。
遂
以
夫
人
婦
妾
至
自
賛
、
蹄
父
遠
目
音
、

至
笠
遂
奔
賓
、
僑
如
以
夫
人
婦
妻
氏
至
自
費
、
豹
及
諸
侯
之
大
夫
盟
干
末
、
意

ヽ

如
至
眉
菅
、
こ
姥
至
自
音
、
一
事
再
見
、
因
上
文
而
略
其
辞
也
。
【
公
羊
宣
公
元

年
侍
、
遂
何
以
不
構
公
子
、
一
事
而
再
見
者
、
卒
名
也
。
注
、
卒
克
也
。
尭
但
筆
名
者
省

文
。
如
後
人
作
史
、
l
條
之
中
再
見
者
、
不
復
書
姓
。
○
左
氏
不
得
其
解
、
於
溺
含
奔
師

伐
衛
、
則
日
疾
之
、
於
蹄
父
遠
目
晋
、
則
日
善
之
。
堂
有
疾
之
而
去
族
、
善
之
而
又
去
族

者
平
。
】

春
秋
隠
桓
之
時
、
・
卿
大
夫
賜
氏
者
尚
少
。
放
無
骸
卒
而
羽
父
島
之
請
族
。
如
挟

如
柔
如
溺
、
皆
朱
有
氏
族
者
也
。
　
【
穀
梁
侍
不
爵
大
夫
之
説
近
之
、
而
未
得
其

貪
。
】
荘
関
以
下
、
則
不
復
見
於
脛
、
共
時
無
不
賜
氏
者
兵
。

劉
原
父
日
、
諸
侯
大
國
三
郷
、
皆
命
於
天
子
。
次
國
三
卿
、
二
卿
命
於
天
子
。

小
国
三
卿
、
一
卿
命
於
天
子
。
大
国
之
卿
三
命
、
次
國
之
卿
再
命
、
小
國
之
卿

一
命
。
其
於
王
朝
皆
士
也
。
【
韓
宣
子
稀
音
士
起
。
】
三
命
以
名
氏
通
、
再
命

名
之
、
一
命
略
稀
人
。
周
衰
種
磨
、
強
弱
相
井
、
卿
大
夫
之
制
、
錐
不
能
轟
如

古
、
見
於
経
者
亦
皆
昔
時
之
賞
録
也
。
故
隠
桓
之
間
、
其
去
西
周
未
久
、
制
度

頗
有
存
者
。
是
以
魯
有
無
骸
柔
挟
、
鄭
有
宛
盾
、
秦
楚
多
稀
人
。
至
其
晩
節
、

e

無
不
名
氏
通
臭
。
而
部
首
勝
薛
之
等
、
日
巳
益
削
、
轄
従
小
國
之
例
稀
人
而
巳
。

説
者
不
知
其
故
、
因
謂
曹
秦
以
下
悉
無
大
夫
。
息
共
時
有
見
者
、
害
其
臆
説
、

因
復
構
架
無
端
、
以
飾
其
偽
。
彼
固
不
知
王
者
諸
侯
之
制
度
班
爵
云
爾
。

或
目
撃
不
稀
公
子
、
何
輿
。
杜
氏
日
、
公
子
者
昔
時
之
寵
競
【
宣
元
年
注
】
。

撃
之
稀
公
子
也
、
桓
賜
之
也
。
其
終
隠
之
篇
不
精
公
子
者
、
未
賜
也
。
【
劉
原

父
日
、
公
子
錐
親
、
然
天
下
無
生
而
貴
者
。
是
以
命
鳥
大
夫
、
則
名
氏
得
雨
通
。
未
命
烏

大
夫
、
則
得
稀
名
、
不
得
稀
公
子
。
】
若
尊
命
之
罪
、
則
直
吉
而
自
見
臭
。

斉
公
子
商
人
就
其
君
舎
、
巳
賜
氏
也
。
衛
州
呼
斌
其
君
完
、
未
賜
氏
也
。
胡
氏

以
烏
以
國
氏
者
、
累
及
乎
上
、
稀
公
子
者
、
諌
及
其
身
。
此
求
其
説
而
不
得
、

故
立
此
論
爾
。

*
集
釈
本
は
　
「
等
」
を
　
「
君
」
　
に
作
る
。
原
抄
本
の
　
r
等
」
　
に
作
る
の
に
従
う
。
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春
秋
の
文
、
族
を
書
せ
ざ
る
者
に
二
義
有
り
。
「
無
骸
卒
す
」
、
「
挟
卒
す
」
、

r
柔
宋
公
・
陳
侯
・
察
叔
に
合
し
て
折
に
盟
ふ
」
、
「
溺
賓
師
に
合
し
て
衛
を

伐
つ
」
は
、
未
だ
族
を
賜
は
ざ
る
な
り
〔
①
〕
。
「
遂
夫
人
婦
妾
を
以
て
賓
よ

り
至
る
」
、
「
蹄
父
音
よ
り
還
り
、
笠
に
至
り
て
遂
に
費
に
弄
る
」
、
「
僑

如
夫
人
婦
姜
氏
を
以
て
賓
よ
り
至
る
」
、
「
豹
諸
侯
の
大
夫
と
采
に
盟
ふ
」
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「
意
知
音
よ
り
至
る
」
、
「
焙
二
晋
よ
り
至
る
」
　
は
、
一
事
再
見
し
、
上
文
に

因
り
て
其
の
絆
を
略
す
る
な
り
。
【
公
羊
宣
公
元
年
侍
に
「
速
は
何
を
以
て
公
子
を

お

稀
せ
ざ
る
、
一
事
に
し
て
再
見
す
る
者
〔
②
〕
は
、
名
を
卒
ふ
る
な
り
」
　
と
あ
り
。
注
に

つ
ひ

「
卒
は
尭
な
り
」
と
。
寛
に
但
だ
名
を
牽
ぐ
る
の
み
な
る
は
省
文
な
り
。
後
人
の
史
を
作

る
に
、
一
條
の
中
に
再
見
す
る
者
は
、
復
た
姓
を
書
せ
ざ
る
が
如
し
。
○
左
氏
は
其
の
解

に
く

を
得
ず
、
r
溺
合
葬
師
伐
衛
」
　
に
於
て
は
、
則
ち
「
之
を
疾
む
」
と
日
ひ
、
「
蹄
父
還
日

管
」
　
に
於
て
は
則
ち
　
「
之
を
善
み
す
」
　
と
日
ふ
。
生
に
　
r
之
を
疾
み
」
　
て
族
を
去
り
、

「
之
を
善
み
し
」
て
又
た
族
を
去
る
者
有
ら
ん
や
。
】

春
秋
は
隠
・
桓
の
時
、
卿
大
夫
の
氏
を
賜
は
る
者
は
尚
ほ
少
し
。
故
に
無
教

卒
し
て
羽
父
之
が
篤
め
に
族
を
請
ふ
〔
③
〕
。
挟
の
如
き
、
柔
の
如
き
、
▼
溺
の

如
き
は
、
皆
な
未
だ
氏
族
有
ら
ざ
る
者
な
り
。
【
穀
梁
倍
〔
④
)
の
　
「
大
夫
に
爵

せ
ず
」
　
の
説
は
之
に
近
き
も
、
而
も
未
だ
其
の
寅
を
得
ざ
る
な
り
。
】
荘
・
関
よ
り
以

下
に
、
則
ち
復
た
経
に
見
え
ざ
る
は
、
其
の
時
、
氏
を
賜
は
ら
ざ
る
者
無
け
れ

ば
な
り
。

劉
原
父
〔
⑤
〕
日
は
く
　
「
諸
侯
の
大
國
の
三
卿
は
皆
な
天
子
に
命
ぜ
ら
る
。

次
園
の
三
卿
の
二
卿
は
天
子
に
命
ぜ
ら
る
。
小
國
の
三
郷
の
一
卿
は
天
子
に
命

ぜ
ら
る
」
と
。
大
國
の
卿
は
三
命
、
次
國
の
卿
は
再
命
、
小
國
の
卿
は
一
命
。

其
の
王
朝
に
於
て
は
皆
な
士
な
り
。
【
韓
宣
子
は
「
晋
士
起
」
と
稀
す
〔
⑥
〕
。
】

三
命
は
名
氏
を
以
て
通
じ
、
再
命
は
之
に
名
い
ひ
、
一
命
は
略
し
て
人
と
稀
す
。

周
衰
へ
種
戯
れ
、
強
弱
相
井
せ
、
卿
大
夫
の
制
、
轟
く
は
古
の
如
く
な
る
能
は

ず
と
錐
ど
も
、
経
に
見
ゆ
る
者
は
亦
た
皆
な
昔
時
の
寮
録
な
り
。
故
に
隠
・
桓

の
間
、
其
の
西
周
を
去
る
こ
と
未
だ
久
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
制
度
に
頗
る
存
す
る

者
有
り
。
是
を
以
て
魯
に
無
骸
・
柔
・
挟
有
り
、
鄭
に
宛
・
窟
有
り
〔
⑦
)
、

秦
・
楚
に
は
人
と
稀
す
る
こ
と
多
し
。
其
の
晩
節
に
至
り
て
も
、
名
氏
の
通
ぜ

ざ
る
は
無
し
。
而
る
に
邪
・
菖
・
膝
・
薛
の
等
は
、
日
に
巳
に
益
ま
す
削
ら
れ
、

轄
じ
て
小
園
の
例
に
従
ひ
て
人
と
稀
す
る
の
み
。
説
く
者
は
其
の
故
を
知
ら
ず
、

因
り
て
　
「
曹
・
秦
以
下
は
悉
く
大
夫
無
し
【
⑧
二
　
と
謂
ふ
。
其
の
時
に
見
ゆ

そ

こ

な

　

う

れ

る
者
有
り
て
、
其
の
臆
説
を
害
ふ
を
息
へ
、
因
り
て
復
た
架
を
構
ふ
る
こ
と

か
ぎ
り

端
無
く
、
以
て
其
の
偽
を
飾
る
。
彼
は
固
よ
り
王
者
諸
侯
の
制
度
班
爵
を
知

し
か

ら
ず
と
爾
云
ふ
。

或
る
ひ
と
日
は
く
「
翠
に
公
子
を
稀
せ
ざ
る
は
何
ぞ
や
」
と
。
杜
氏
〔
⑨
〕

日
は
く
　
「
公
子
は
昔
時
の
寵
競
な
り
」
　
と
　
【
宣
元
年
注
】
。
撃
〔
⑩
〕
　
の
公
子
を

稀
す
る
は
、
桓
之
に
賜
は
る
な
り
。
其
の
隙
の
篇
を
終
ふ
る
ま
で
公
子
を
稀
せ

ざ
る
は
、
未
だ
賜
は
ら
ざ
る
な
り
。
【
劉
原
父
〔
⑧
】
日
は
く
「
公
子
は
親
な
り
と

錐
ど
も
、
然
れ
ど
も
天
下
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
貴
き
者
は
無
し
。
是
を
以
て
命
じ
て

大
夫
と
焦
れ
ば
、
則
ち
名
・
氏
雨
つ
な
が
ら
通
ず
る
を
得
。
未
だ
命
じ
て
大
夫
と
鳥
ら
ざ

れ
ば
、
則
ち
名
を
稀
す
る
を
得
る
も
、
公
子
を
稀
す
る
を
得
ず
」
と
。
】
命
を
専
ら
に

あ
ら

す
る
の
罪
の
若
き
は
、
則
ち
直
音
し
て
自
づ
か
ら
見
は
る
。

「
斉
の
公
子
商
人
其
の
君
舎
を
斌
す
【
⑬
〕
」
　
は
、
巳
に
氏
を
賜
は
る
な
り
。

「
衛
の
州
呼
其
の
君
完
を
耕
す
〔
⑬
)
」
　
は
、
未
だ
氏
を
賜
は
ら
ざ
る
な
り
。

胡
氏
〔
⑭
〕
以
烏
へ
ら
く
　
「
園
を
以
て
氏
す
る
は
、
累
上
に
及
ぶ
。
公
子
を
柄

す
る
は
、
誅
其
の
身
に
及
ぶ
」
　
と
。
此
れ
其
の
説
を
求
む
れ
ど
も
得
ず
、
故

に
比
の
論
を
立
つ
る
の
み
。
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①
未
賜
族
　
　
「
無
骸
」
　
は
隠
公
八
年
、
「
挟
」
　
は
隠
公
九
年
、
「
柔
」
　
は
桓

公
十
一
年
、
「
溺
」
　
は
荘
公
三
年
に
見
え
る
。

②
一
事
再
見
　
　
「
遂
」
　
は
宣
公
元
年
「
創
子
l
瑚
如
賓
逆
女
。
三
月
、
瑠
以
夫

人
婦
姜
至
自
賛
」
　
に
見
え
る
。
以
下
同
様
に
　
「
蹄
父
」
　
は
宣
公
十
八
年
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「
倒
璃
鰯
剣
如
音
。
冬
十
月
壬
戊
、
公
亮
千
路
寝
。
痢
外
遠
目
音
、
至
笠
、

遂
奔
斉
」
。
「
僑
如
」
は
成
公
十
四
年
「
副
詞
圃
瑚
如
斉
逆
女
。
九
月
、

僑
l
畑
以
夫
人
婦
姜
氏
至
自
費
」
。
「
豹
」
は
裏
公
二
十
七
年
「
夏
、
副
掬

豹
l
合
音
超
武
楚
屈
建
察
公
孫
蹄
生
衛
石
窟
陳
孔
奥
鄭
良
唇
許
人
曹
人
千

束
」
、
「
秋
七
月
辛
巳
、
刻
及
諸
侯
之
大
夫
盟
千
束
二
　
「
意
如
し
は
昭

公
十
三
年
「
音
人
執
割
掬
惑
糾
以
蹄
」
、
昭
公
十
四
年
「
春
、
意
l
州
至
自

苦
し
。
「
好
」
は
昭
公
二
十
三
年
「
晋
人
執
我
行
人
魂
殉
職
」
、
昭
公
二

十
四
年
「
嘲
至
自
音
」
。

③
無
教
卒
　
　
『
左
伝
』
隠
公
八
年
に
「
矧
功
利
。
瑚
盟
珂
圃
利
別
。
公
問
族

於
衆
仲
。
衆
仲
野
日
『
天
子
建
徳
、
因
生
以
賜
姓
、
脾
之
土
而
命
之
氏
。

諸
侯
以
宇
島
盗
、
因
以
鳥
族
。
官
有
世
功
則
有
官
族
。
邑
亦
如
之
』
。
公

命
以
宇
島
展
氏
」
　
と
あ
る
。

④
穀
梁
侍
　
『
穀
梁
伝
』
に
は
「
隠
不
爵
大
夫
也
」
と
い
う
表
現
が
隠
公
八
年

・
九
年
に
、
「
隠
不
爵
命
大
夫
」
と
い
う
表
現
が
隠
公
五
年
に
見
え
る
。

⑤
劉
原
父
　
劉
傲
『
春
秋
伝
』
巻
一
隠
公
二
年
「
無
教
卒
」
の
条
。
劉
敵
の

説
は
『
種
記
』
王
制
篇
を
踏
ま
え
て
い
る
。

⑥
韓
受
子
稀
晋
士
起
　
『
左
伝
』
袈
公
二
十
六
年
に
「
菅
笥
刊
蒋
於
周
。
王

使
諸
事
㍗
封
日
、
、
蘭
出
超
牌
蹄
時
事
於
宰
旅
。
無
他
事
兵
。
三
関
之
日
、

韓
氏
其
昌
阜
於
菅
平
。
辟
不
失
菩
」
と
あ
る
。

⑦
鄭
有
宛
・
盾
　
隠
公
八
年
経
「
三
月
、
鄭
伯
使
宛
爽
蹄
訪
」
、
荘
公
十
七

年
経
r
十
有
七
年
、
春
、
奔
人
執
鄭
膚
」
。

⑧
曹
・
秦
以
下
悉
無
大
夫
　
　
『
公
羊
伝
』
と
『
穀
梁
伝
』
に
は
以
下
の
よ
う

な
伝
文
が
頻
見
す
る
。

菖
無
大
夫

楚
無
大
夫

秦
無
大
夫

郭
婁
無
大
夫

呉
無
君
無
大
夫

宋
三
世
無
大
夫

『
穀
梁
伝
』
　
曹
無
大
夫

菖
無
大
夫

楚
無
大
夫

⑨
杜
氏
　
宣
公
元
年
『
左
伝
』

荘
公
2
7
年
・
億
公
元
年
・
昭
公
5
年

文
公
9
年

文
公
1
2
年
・
昭
公
元
年

裏
公
2
1
年
・
2
3
年
・
昭
公
2
7
年

褒
公
2
9
年

債
公
2
5
年
・
文
公
7
年
・
文
公
8
年

成
公
2
年
・
昭
公
2
0
年

債
公
元
年
・
偉
公
2
5
年
・
昭
公
5
年
・

昭
公
1
4
年

債
公
4
年
・
文
公
9
年
・
成
公
2
年

「
三
月
、
遂
以
夫
人
婦
姜
至
自
費
。
尊
夫
人

『
公
羊
伝
』
　
曹
無
大
夫

荘
公
2
4
年
・
成
公
2
年

也
」
　
の
条
の
注
。

⑳
翠
　
隠
公
四
年
「
劉
帥
節
会
宋
公
陳
侯
察
人
衛
人
伐
鄭
」
、
桓
公
三
年

「
勾
刊
瑚
如
奔
逆
女
」
。

⑪
劉
原
父
　
　
『
春
秋
権
衡
』
巻
五
・
穀
染
伝
倍
公
二
十
二
年
の
条
。

⑫
葬
公
子
商
人
　
　
文
公
十
四
年
経
。

⑬
衛
州
呼
　
　
　
隠
公
四
年
経
。

⑭
胡
氏
　
　
『
春
秋
胡
氏
侍
』
文
公
十
四
年
の
条
。

田
　
大
夫
梯
子

周
制
、
公
僕
伯
子
男
爵
玉
等
之
爵
。
而
大
夫
錐
貴
、
不
敢
稲
子
。
春
秋
自
倍
公

以
前
、
大
夫
並
以
伯
仲
叔
季
点
描
。
【
詩
云
、
収
骨
伯
今
、
比
大
夫
之
稀
也
。
○
春

秋
倍
公
十
五
年
・
震
夷
伯
之
廟
。
杜
氏
注
、
夷
註
伯
字
。
大
夫
既
卒
書
字
。
二
二
桓
之

先
日
共
仲
、
日
偉
叔
、
日
成
季
。
孟
孫
氏
之
稲
子
也
、
自
蔑
也
。
【
文
公
十
五
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年
】
叔
孫
氏
之
稲
子
也
、
自
豹
也
。
【
喪
公
七
年
】
季
孫
氏
之
稲
子
也
、
自
行

父
也
。
【
文
公
十
三
年
。
○
閏
公
元
年
書
季
子
、
二
年
書
高
子
、
皆
春
秋
之
特
筆
。
】

晋
之
諸
卿
、
在
文
公
以
前
無
稀
子
者
。
貌
氏
之
稀
子
也
、
自
筆
也
。
【
倍
公
二

十
三
年
】
欒
氏
之
稲
子
也
、
日
枝
也
。
【
債
公
二
十
八
年
】
超
氏
之
稲
子
也
、
自

衰
也
。
【
文
公
二
年
】
中
行
氏
之
精
子
也
、
自
林
父
也
。
【
文
公
十
三
年
】
郷
氏

之
稲
子
也
、
自
鉄
也
。
【
文
公
十
三
年
】
知
氏
之
稲
子
也
、
自
首
也
。
【
宣
公

十
二
年
】
箔
氏
之
稲
子
也
、
自
合
也
。
【
宣
公
十
二
年
】
韓
氏
之
稀
子
也
、
日

原
也
。
【
宣
公
十
二
年
】
音
斉
魯
衛
之
執
政
稲
子
、
他
國
惟
鄭
間
一
有
之
。
線

●

則
否
、
不
敢
輿
大
國
並
也
。
魯
之
三
家
稲
子
、
他
如
戚
氏
子
服
氏
叔
仲
氏
、
皆

以
伯
叔
稀
蔦
、
不
敢
輿
三
家
並
也
。
【
惟
裏
公
十
四
年
有
子
叔
好
子
、
論
語
有
下
荘

子
。
】
共
生
也
、
或
以
伯
仲
稀
之
。
如
超
孟
知
伯
、
死
則
註
之
而
後
子
之
。
猶

國
君
之
死
而
盗
稀
公
也
。
於
此
可
以
見
世
之
升
降
焉
。
讃
春
秋
者
、
其
可
忽
諸
。

春
秋
時
大
夫
錐
倍
稲
子
、
而
不
敢
稀
於
其
君
之
前
、
猶
之
諸
侯
僧
稀
公
、
而
不

敢
稀
於
天
子
之
前
也
。
何
以
知
之
。
以
衛
孔
怪
之
鼎
銘
知
之
。
日
厭
公
乃
命
成

叔
、
纂
乃
祖
服
、
日
乃
考
文
叔
、
興
青
書
欲
。
成
叔
孔
成
子
桑
組
也
。
文
叔
孔

文
子
国
也
。
叔
而
不
子
、
是
君
前
不
敢
子
也
。
【
左
俸
韓
庶
言
於
晋
侯
、
亦
云
成

季
宣
孟
。
】
猶
有
先
王
之
制
存
焉
。
【
陸
淳
日
、
侯
伯
子
男
之
臣
皆
得
稀
其
君
日
公
。

其
子
孫
亦
日
公
子
。
両
誌
不
得
云
公
者
、
註
是
王
所
賜
也
。
大
夫
之
臣
得
稀
其
主
子
。
両

誌
不
得
云
子
者
、
溢
是
君
所
賜
也
。
】
　
至
戦
国
則
子
又
不
足
言
、
而
封
之
鳥
君
臭
。

洛
話
、
予
旦
以
多
子
越
御
事
。
多
子
猶
春
秋
侍
之
言
草
子
也
。
【
宣
公
十
二

年
】
唐
孔
氏
以
鳥
大
夫
皆
稲
子
、
非
也
。

春
秋
自
信
文
以
後
而
執
政
之
卿
始
稀
子
。
其
後
則
匹
夫
両
島
學
者
所
宗
、
亦
得

稲
子
。
老
子
孔
子
是
也
。
【
孔
子
弟
子
、
惟
有
子
曾
子
二
人
稲
子
。
開
子
再
子
僅
一

見
。
】
　
又
其
後
則
門
人
亦
得
稀
之
。
欒
正
子
公
都
子
之
流
是
也
。
【
孟
子
簗
正

子
注
、
子
通
稀
。
】
故
論
語
之
稲
子
者
、
皆
弟
子
之
於
師
。
【
如
云
非
不
説
子
之

道
、
衡
君
待
子
而
鳥
政
之
類
。
】
　
孟
子
之
稲
子
者
、
皆
師
之
於
弟
子
。
【
如
云
子

誠
賓
人
也
、
子
亦
爽
見
我
乎
類
。
】
亦
世
襲
之
所
従
来
臭
。

論
語
稀
孔
子
房
子
、
蓋
夫
子
而
省
其
文
、
門
人
之
辞
也
。
亦
有
稀
夫
子
者
。
夫

子
矢
之
、
夫
子
咽
然
嘆
日
、
夫
子
不
答
、
夫
子
莞
爾
而
笑
、
夫
子
憮
然
日
、
不

直
日
子
、
而
加
以
夫
、
避
不
成
辞
也
。
【
即
此
可
悟
春
秋
書
法
。
○
凡
封
.
君
卿
大

夫
、
皆
稀
孔
子
。
又
季
氏
一
篇
皆
稀
孔
子
、
乃
記
者
之
異
。
】

*
集
釈
本
r
叔
仲
」
　
を
誤
倒
す
る
。

周
制
に
て
は
、
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
を
玉
等
の
爵
と
焦
す
。
而
し
て
大
夫

は
貴
L
と
錐
ど
も
、
敢
へ
て
　
「
子
」
　
を
稀
せ
ず
。
春
秋
に
て
は
債
公
よ
り
以
前
、

大
夫
は
並
び
に
伯
・
仲
・
叔
・
季
を
以
て
稀
と
鳥
す
。
【
詩
【
①
〕
に
云
ふ
r
叔

や
伯
や
」
　
と
は
、
此
れ
大
夫
の
稀
な
り
。
○
春
秋
債
公
十
五
年
「
夷
伯
の
廟
を
廣
す
」
　
の

杜
氏
注
に
「
夷
は
註
、
伯
は
字
。
大
夫
既
に
卒
す
れ
ば
字
を
書
す
」
と
あ
り
。
】
三
桓

の
先
を
「
共
仲
」
と
日
ひ
、
「
億
叔
」
と
日
ひ
、
「
成
季
」
と
日
ふ
【
②
)
。
孟
孫
氏

【
③
)
　
の
子
を
構
す
る
は
、
蔑
よ
り
す
る
な
り
　
【
文
公
十
五
年
】
。
叔
孫
氏

〔
④
〕
の
子
を
稀
す
る
は
、
豹
よ
り
す
る
な
り
【
喪
公
七
年
】
。
季
孫
氏
【
⑤
〕

の
子
を
稀
す
る
は
、
行
父
よ
り
す
る
な
り
。
【
文
公
十
三
年
。
○
問
公
元
年
に

「
季
子
〔
⑥
二
を
書
し
、
二
年
に
「
高
子
〔
⑥
〕
」
を
書
す
る
は
、
皆
な
春
秋
の
特
筆

な
り
。
】
菅
の
諸
卿
〔
⑦
)
、
文
公
よ
り
以
前
に
在
り
て
子
を
稀
す
る
者
無
し
。

貌
氏
の
子
を
稀
す
る
は
、
學
よ
り
す
る
な
り
【
倍
公
二
十
三
年
】
。
欒
氏
の
子

を
稀
す
る
は
、
枝
よ
り
す
る
な
り
【
倍
公
二
十
八
年
】
。
超
氏
の
子
を
稀
す
る

は
、
衰
よ
り
す
る
な
り
【
文
公
二
年
】
。
中
行
氏
の
子
を
稀
す
る
は
、
林
父
よ

り
す
る
な
り
【
文
公
十
三
年
】
。
彿
氏
の
子
を
稀
す
る
は
、
鉄
よ
り
す
る
な
り
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【
文
公
十
三
年
】
。
知
氏
の
子
を
稀
す
る
は
、
首
よ
り
す
る
な
り
【
宣
公
十
二

年
】
。
花
氏
の
子
を
稀
す
る
は
、
合
よ
り
す
る
な
り
【
宣
公
十
二
年
】
。
韓
氏

の
子
を
稀
す
る
は
、
麻
よ
り
す
る
な
り
【
宣
公
十
二
年
】
。
音
・
賓
・
魯
・
衛

た

　

　

　

　

　

　

　

　

た

ま

た

ま

の
執
政
【
⑧
)
は
　
「
子
」
　
を
構
し
、
他
国
に
て
は
惟
だ
鄭
【
⑨
】
の
み
間
一
之
れ

し
か

有
り
。
餞
の
則
ち
否
せ
ざ
る
は
、
敢
へ
て
大
国
と
並
ば
ざ
る
な
り
。
魯
の
三
家

は
　
「
子
」
　
を
稀
し
、
他
の
戒
氏
・
子
服
氏
・
叔
仲
氏
【
⑳
)
の
如
き
は
、
皆
な

伯
叔
を
以
て
稀
し
、
敢
へ
て
三
家
と
並
ば
ざ
る
な
り
。
【
惟
だ
袈
公
十
四
年
に

「
子
叔
華
子
【
⑳
〓
有
り
、
論
語
に
「
下
荘
子
【
⑳
】
」
有
り
。
】
其
の
生
ま
る
る

や
、
或
は
伯
仲
を
以
て
之
を
稀
す
。
超
孟
・
知
伯
〔
⑬
】
の
如
き
、
死
す
れ
ば

則
ち
之
に
註
し
て
後
に
之
を
「
子
」
と
す
。
猶
は
國
君
の
死
し
て
証
に
　
「
公
」

を
稀
す
る
が
ご
と
き
な
り
。
此
に
於
て
以
て
世
の
升
降
を
見
る
べ
.
し
。
春
秋
を

謹
む
者
、
其
れ
忽
諸
〔
⑳
)
と
す
べ
け
ん
や
。

春
秋
の
時
、
大
夫
僻
し
て
　
「
子
」
　
を
稀
す
と
錐
ど
も
、
而
も
敢
へ
て
其
の

君
の
前
に
稀
せ
ざ
る
は
、
猶
は
之
れ
諸
侯
の
僻
し
て
　
「
公
」
を
稀
す
る
も
、
而

も
敢
へ
て
天
子
の
前
に
嘱
せ
ざ
る
が
ご
と
し
。
何
を
以
て
か
之
を
知
る
。
衛
の

孔
怪
の
鼎
銘
〔
⑬
)
を
以
て
之
を
知
る
。
日
は
く
　
「
廠
公
乃
ち
成
叔
に
命
じ
、

戒
の
祖
服
を
許
が
し
む
」
・
.
日
は
く
「
乃
の
考
文
叔
、
者
菩
欲
を
興
す
」
と
。

成
叔
は
孔
成
子
森
組
な
り
。
文
叔
は
孔
文
子
園
な
り
。
「
叔
」
　
に
し
て
　
「
子
」

と
せ
ざ
る
は
、
走
れ
君
前
に
敢
へ
て
′
「
子
」
　
と
せ
ざ
る
な
り
。
し
【
左
停
〔
⑩
)
に
、

韓
廠
音
侯
に
舌
ふ
に
、
亦
た
成
季
・
宣
孟
と
云
ふ
。
】
猶
ほ
先
王
の
制
の
存
す
る

有
り
。
【
陸
淳
〔
⑰
〕
日
は
く
「
侯
・
伯
・
子
「
男
の
臣
は
皆
な
其
の
君
を
辞
し
て
「
公
」

と
日
ふ
を
得
。
其
の
子
孫
も
亦
た
公
子
と
日
ふ
。
而
る
に
竃
に
　
「
公
」
　
と
云
ふ
を
得
ざ
る

は
、
詮
は
是
れ
王
の
賜
ふ
所
な
れ
ば
な
り
。
大
夫
の
臣
は
其
の
主
を
　
「
子
」
　
と
構
す
る
を

得
。
.
而
る
に
在
に
「
子
」
　
と
云
ふ
を
得
ざ
る
は
、
詮
は
是
れ
君
の
賜
ふ
所
な
れ
ば
な
り
」

と
。
】
戦
園
に
至
り
て
は
則
ち
「
子
」
　
は
又
た
言
ふ
に
足
ら
ず
し
て
、
之
を
封

じ
て
　
「
君
」
　
と
鳥
す
。

洛
詰
【
⑳
】
の
「
予
且
・
多
子
蹴
び
御
事
を
以
て
す
」
の
、
「
多
子
」
と
は

猶
ほ
春
秋
侍
の
　
「
草
子
〔
⑬
二
と
言
ふ
が
ご
と
き
な
り
【
宣
公
十
二
年
】
。
唐

の
孔
氏
【
⑳
)
　
の
以
て
　
「
大
夫
は
皆
な
子
を
稀
す
」
　
と
鳥
す
は
、
非
な
り
。

春
秋
に
て
は
債
・
文
よ
り
以
後
に
し
て
執
政
の
卿
始
め
て
　
「
子
」
を
科
す
。

其
の
後
に
は
則
ち
匹
夫
な
れ
ど
も
學
ぶ
者
の
宗
と
す
る
所
と
鳥
れ
ば
、
亦
た

「
子
」
　
と
稀
す
る
を
得
。
一
老
子
・
孔
子
是
れ
な
り
。
【
孔
子
の
弟
子
に
て
は
、
椎

だ
有
子
・
曾
子
の
二
人
の
み
子
を
稀
す
。
問
子
・
再
子
は
僅
か
に
一
見
す
る
の
み
。
】

又
た
其
の
後
に
は
則
ち
門
人
も
亦
た
之
を
稀
す
る
を
得
。
欒
正
子
・
公
都
子

【
⑳
〕
の
流
是
れ
な
り
。
【
孟
子
の
欒
正
子
の
注
に
r
子
は
通
稀
」
と
あ
り
。
】
故
に

論
語
の
　
「
子
」
　
を
稀
す
る
者
は
、
皆
な
弟
子
の
師
に
於
け
る
も
の
な
り
。

【
「
子
の
道
を
説
ば
ざ
る
に
非
ず
〔
⑳
二
、
「
衛
の
君
、
子
を
待
ち
て
政
を
鳥
す

【
⑳
二
と
云
ふ
が
如
き
の
類
な
り
。
】
孟
子
の
　
「
子
」
を
稀
す
る
者
は
、
皆
な
師

の
弟
子
に
於
け
る
も
の
な
り
。
【
「
子
は
誠
に
寮
人
な
り
【
⑳
二
、
「
子
も
亦
た

我
に
来
た
り
見
ゆ
る
か
〔
⑳
】
」
と
云
ふ
が
如
き
の
類
な
り
。
】
亦
た
せ
攣
ず
る
の
従

来
す
る
所
な
り
。

論
語
に
孔
子
を
科
し
て
　
「
子
」
　
と
鳥
す
は
、
蓋
し
　
「
夫
子
」
　
に
し
て
其
の
文

を
省
け
る
に
て
、
門
人
の
辟
な
ら
ん
。
亦
た
　
「
夫
子
」
　
と
稀
す
る
者
有
り
。

ち
か

「
夫
子
　
之
を
矢
ふ
〔
⑳
二
、
「
夫
子
咽
然
と
し
て
嘆
じ
て
日
は
く
【
⑳
】
」

「
夫
子
答
へ
ず
【
⑳
二
、
「
夫
子
莞
爾
と
し
て
笑
ふ
〔
⑳
二
、
「
夫
子
憮
然

た
だ

と
し
て
日
は
く
〔
⑳
)
」
　
に
、
直
に
　
「
子
」
　
と
日
は
ず
し
て
、
加
ふ
る
に

「
夫
」
を
以
て
す
る
は
、
辞
を
成
さ
ざ
る
を
遅
く
る
な
り
〔
①
)
。
【
比
れ
に
肝

き
て
春
秋
の
書
法
を
悟
る
べ
し
。
○
凡
そ
君
・
卿
大
夫
に
封
ふ
る
に
、
皆
な
　
「
孔
子
」
　
と

190
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稀
し
、
又
た
季
氏
一
篇
に
は
皆
な
「
孔
子
」
と
稀
す
る
は
、
乃
ち
記
者
の
異
な
り
。
】

①
詩
　
　
『
毛
詩
』
推
風
旅
丘
篇
に
「
施
丘
之
葛
今
、
何
誕
之
節
分
、
叔
今
伯

今
、
何
多
目
也
」
　
と
あ
る
。

②
三
桓
之
先
日
共
仲
・
借
叔
・
成
季
　
　
『
左
伝
』
荘
公
三
十
二
年
に
「
初
、

公
築
茎
臨
集
氏
、
見
孟
任
。
従
之
。
閉
。
而
以
夫
人
言
許
之
。
割
皆
盟
公
。

生
子
般
。
号
講
干
梁
氏
。
女
公
子
観
之
。
国
人
學
自
嗜
外
輿
之
厳
。
子

般
怒
、
使
鞭
之
。
公
日
、
不
知
殺
之
、
是
不
可
鞭
。
學
有
力
焉
。
能
投
蓋

干
稜
門
。
公
疾
。
問
後
於
副
瑚
(
億
叔
)
。
封
日
、
r
園
外
(
共
仲
)
材
。

.
間
於
朝
刻
(
成
季
)
。
封
日
、
臣
以
死
奉
般
。
公
日
、
郷
者
牙
日
、
慶
父

材
。
成
朝
使
以
君
命
命
倒
副
待
干
鍼
巫
氏
、
使
鍼
季
敢
之
、
日
、
▼
飲
此
則

有
後
於
魯
園
。
不
然
、
死
且
無
後
。
飲
之
。
掃
及
蓮
泉
而
卒
。
立
叔
孫
氏
。

八
月
、
契
亥
、
公
募
千
路
寝
。
子
般
即
位
。
次
干
某
氏
。
冬
、
十
月
、
己

未
、
剣
用
便
国
人
學
賊
子
般
干
其
氏
。
倒
司
奔
陳
。
立
間
公
」
と
あ
っ
て
、

三
桓
の
先
の
三
人
の
名
が
見
え
る
。
な
お
春
秋
初
期
の
魯
の
公
室
の
系
図

は
以
下
の
通
り
。

③
孟
孫
氏
　
　
『
左
伝
』
文
公
十
五
年
「
他
年
、
其
二
子
衆
。
劃
創
刊
愛
之
」
。

(
=
孟
孫
蔑
)

④
叔
孫
氏
　
　
『
左
伝
』
嚢
公
七
年
「
副
副
嘲
刊
相
、
趨
進
日
、
諸
侯
之
合
、

寡
君
未
嘗
後
衛
君
」
。
(
=
叔
孫
豹
)

⑤
季
孫
氏
　
　
『
左
伝
』
文
公
十
三
年
「
司
創
刊
日
、
寡
君
未
免
於
此
」
。

(
=
季
孫
行
父
)

【
孟
孫
氏
】

【
叔
孫
氏
】

【
季
孫
氏
】

公
子
遂

仲
遂

東
門
仲
遂

t 文
公
」
最
膵
は
〓
鍔
奔

公
孫
蹄
父

子
家

仲
里
賓

子
叔
督
伯

公
子
慶
父
-
公
孫
放

共
仲
　
　
　
孟
穆
伯

公
子
牙
　
-
　
公
孫
益

叔
牙
　
　
　
叔
孫
戴
伯

公
子
友
　
-
　
○
　
-
　
季
孫
行
父

季
文
子

⑥
季
子
・
高
子
　
　
季
子
は
開
公
元
年
経
に
「
朝
刊
爽
蹄
」
、
高
子
は
閏
公
二

年
経
に
「
冬
、
賓
剤
到
来
盟
」
と
し
て
見
え
る
。
三
伝
そ
れ
ぞ
れ
で
解
釈

に
違
い
が
有
る
が
、
い
ず
れ
も
特
殊
な
表
現
だ
と
見
な
し
て
い
る
。

『
公
羊
伝
』
　
「
其
稀
朝
刊
何
、
賢
也
。
其
言
爽
蹄
何
、
書
之
也
」
。

『
穀
梁
伝
』
　
　
「
其
日
司
刊
、
貴
之
也
。
其
日
乗
蹄
、
喜
之
也
」
。
・

『
左
伝
』
　
　
「
司
刊
来
厨
、
嘉
之
也
」
。

『
公
羊
伝
』
　
　
「
副
刊
者
何
、
賓
大
夫
也
。
何
以
不
精
使
、
我
無
君
也
。

然
則
何
以
不
名
、
書
之
也
。
何
事
爾
、
正
我
也
。
其
正
我
奈
何
。
荘

公
死
、
子
般
就
、
関
公
拭
、
比
三
君
死
。
喧
年
無
君
。
設
以
賓
取
魯
、
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曾
不
興
師
徒
、
以
言
而
巳
臭
。
桓
公
使
高
子
格
南
陽
之
甲
、
立
億
公

而
城
魯
。
或
日
、
自
鹿
門
至
干
争
門
者
是
也
。
或
日
、
自
事
門
至
干

吏
門
者
是
也
。
魯
人
至
今
以
鳥
美
談
。
日
猶
望
高
子
也
し
。

『
穀
梁
伝
』
　
「
其
日
衆
、
喜
之
也
。
其
日
商
子
、
貴
之
也
。
盟
、
立
偉

公
也
。
不
言
使
何
也
。
不
以
賓
侯
使
副
子
l
也
」
。

⑦
音
之
諸
卿

圃
凪

園
凶

圃
凪

同
闇
甲

周
囲

園同
風

圃
凪

『
左
伝
』
に
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

借
2
3
「
従
者
狐
値
・
些
苧
顛
旗
・
鋤
朝
刊
(
親
筆
)
・
司
空
季
子
」
。

宣宣宣文文文億
1212121313　2　28

「
笥
子
l
(
欒
枝
)
日
、
漠
陽
之
諸
姫
、
楚
質
義
之
」
。

「
痢
倒
子
l
(
型
衰
)
言
於
諸
大
夫
日
、
秦
師
又
至
。
烙
必
辟
之
」
。

「
刊
珂
喝
刊
(
筍
林
父
)
日
、
請
復
質
季
。
能
外
事
且
由
膏
勅
」
。

「
鋼
瑚
刊
(
郷
映
)
日
、
賃
率
乱
、
且
罪
大
。
不
知
随
含
」
。

「
利
明
刊
(
筍
首
)
日
、
此
師
殆
哉
。
周
易
有
之
」
。

「
嘲
圃
刊
(
随
合
)
日
、
善
。
合
間
用
師
観
雰
而
勤
し
。

「
痢
劇
刊
(
韓
靡
)
謂
桓
子
日
、
虚
子
以
偏
師
陥
、
子
罪
大
兵
」
。

⑧
音
賓
魯
衛
之
執
政
　
　
官
・
魯
の
執
政
は
右
の
通
り
で
あ
る
が
、
斉
・
衛
に

つ
い
て
も

斉
憫
皿

′
　
同
園国園圏

『
左
伝
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
登
場
す
る
。

高
固
-
高
宣
子
　
　
高
値
-
高
武
子
　
高
張
-
高
昭
子

國
蹄
父
-
國
荘
子
　
國
佐
-
國
武
子
　
國
弱
-
國
景
子

國
夏
-
國
憲
子

飽
牽
-
飽
荘
子
　
　
飽
國
-
飽
文
子

崔
抒
-
崔
武
子

陳
須
無
-
陳
文
子
　
陳
無
干
-
陳
桓
子
　
陳
乞
-
陳
偉
子

問
凶
　
孫
良
父
-
孫
桓
子
　
孫
林
父
-
孫
文
子

園
　
孔
森
組
-
孔
成
子
　
孔
国
-
孔
文
子

園
　
北
宮
喜
-
北
宮
貞
子
　
北
宮
佗
-
北
宮
文
子

⑨
鄭
　
嚢
公
三
十
一
年
に
「
礪
簡
子
」
　
の
名
が
見
え
る
の
み
。

⑳
戚
氏
・
子
服
氏
・
仲
叔
氏
　
　
三
氏
の
系
譜
は
以
下
の
通
り
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
顧
氏
の
主
張
と
は
異
な
り
、
叔
仲
氏
の
中
に
も
「
子
」
を
称
す
る
者

の
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

同
風
　
威
信
伯
-
戒
哀
伯
-
伯
氏
餅
1
成
文
仲
-
戚
宣
叔
-
威
武
仲

間
闇
鼠
　
仲
孫
官
-
子
服
憲
伯
-
子
服
昭
伯
-
子
服
景
伯

闇
㈱
凪
　
武
仲
休
-
叔
仲
悪
伯
-
叔
仲
昭
伯
(
叔
仲
昭
子
丁
叔
仲
穆
子

⑬
喪
公
十
四
年
・
子
叔
奔
子
　
妾
公
十
四
年
伝
「
於
是
子
叔
華
子
鳥
季
武
子

介
以
合
。
自
走
吾
人
軽
魯
幣
而
益
敬
其
使
」
。

⑫
論
語
・
下
荘
子
　
　
『
論
語
』
憲
問
1
3
　
「
子
路
間
成
人
、
子
日
、
若
威
武
仲

之
知
、
公
綽
之
不
欲
、
下
荘
子
之
勇
、
再
求
之
轟
、
文
之
以
穏
無
、
亦
可

以
鳥
成
人
央
」
。

⑬
絵
孟
・
知
伯
　
　
『
左
伝
』
に
見
え
る
超
氏
・
筍
氏
(
知
氏
)
　
の
名
と
雀
は
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以
下
の
通
り
。

趨
盾
-
超
孟
-
趨
宣
子

超
鋏
」
紐
孟
-
趨
簡
子

筍
螢
-
知
伯
-
知
武
子

有
珠
-
知
伯
-
知
嚢
子

趨
武
1
趨
孟
-
超
文
子
　
超
成
-
超
孟
-
趨
景
子

趨
無
地
-
超
孟
-
趨
妻
子

苛
轢
-
知
伯
-
知
文
子
　
萄
盈
-
知
伯
-
知
悼
子

陳
恒
-
陳
成
子

衛
　
同
園
　
寧
速
-
寧
荘
子
　
寧
愈
-
寧
武
子
　
寧
殖
-
寧
憲
子

⑭
忽
諸
　
　
『
左
伝
』
文
公
五
年
に
「
成
文
仲
間
六
典
蓼
滅
、
日
皐
陶
・
庭
堅

不
祀
、
創
謝
。
徳
之
不
建
、
民
之
無
援
、
哀
哉
」
と
あ
る
。
杜
預
は
r
忽

然
而
亡
」
と
注
し
て
い
る
が
、
顧
氏
の
こ
の
文
脈
で
は
「
お
ろ
そ
か
に
す
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る
」
　
「
な
お
ざ
り
に
す
る
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

⑮
衛
孔
怯
鼎
銘
　
　
『
頑
記
』
祭
統
篇
。
「
故
衛
孔
埋
之
鼎
銘
日
、
六
月
丁
亥
、

公
侶
干
大
廟
。
公
日
叔
舅
、
乃
祖
荘
叔
左
右
成
公
。
成
公
乃
命
荘
叔
、
随

難
干
漠
陽
、
即
宮
干
宗
廟
。
奔
走
無
射
、
啓
右
厭
公
。
麒
公
乃
命
成
叔
、

纂
乃
祖
服
。
乃
考
文
叔
、
興
善
書
欲
、
作
率
慶
土
、
窮
地
衛
園
。
其
勤
公

家
、
夙
夜
不
解
。
民
皆
目
休
歳
。
公
日
叔
舅
。
予
女
銘
。
纂
乃
考
服
。
埋

葬
稽
昔
日
、
封
揚
以
辟
之
。
勤
大
命
施
干
魚
衆
鼎
。
此
衛
孔
埋
之
鼎
銘

、
也
」
と
あ
る
。
鄭
玄
注
に
　
「
孔
性
衛
大
夫
也
。
公
衛
荘
公
刺
職
也
。
荘
叔

孔
怪
七
世
之
祖
、
衛
大
夫
孔
達
也
。
成
叔
荘
叔
之
孫
、
成
子
森
組
也
。
文

叔
者
成
叔
之
曾
孫
文
子
園
、
即
孔
埋
父
也
」
と
あ
る
。

⑯
左
倖
韓
蕨
　
　
『
左
伝
』
成
公
八
年
に
　
「
六
月
、
曹
討
趨
同
・
超
括
。
武
従

姫
氏
畜
干
公
官
。
以
其
田
輿
祁
葵
。
韓
廠
言
於
曹
侯
日
『
成
季
之
勲
、
宣

孟
之
忠
、
而
無
後
、
鳥
善
者
其
博
夫
。
三
代
之
令
王
、
皆
敷
百
年
保
天
之

禄
。
失
意
無
辟
王
。
頼
前
哲
以
免
也
。
周
書
目
不
敢
侮
飲
寡
、
所
以
明
徳

也
』
。
乃
立
武
而
反
共
田
蔦
。
」
と
あ
る
。
な
お
杜
注
は
　
「
成
季
趨
衰
、

宣
孟
超
盾
」
。

⑰
陸
淳
　
　
『
春
秋
集
伝
纂
例
』
巻
八
姓
氏
名
字
爵
註
例
。

⑩
洛
話
　
　
『
尚
書
』
周
書
洛
詩
篇
　
「
予
旦
以
多
子
越
御
事
」
　
の
偽
孔
伝
に

「
我
且
以
衆
卿
大
夫
、
於
御
治
事
之
臣
」
と
あ
る
。

⑩
章
子
　
　
『
左
伝
』
宣
公
十
二
年
　
「
虚
子
日
、
不
可
。
曹
所
以
覇
、
師
武
臣

力
也
。
今
失
諸
侯
、
不
可
謂
力
。
有
敵
而
不
従
、
不
可
謂
武
。
由
我
失
覇
、

不
如
死
。
且
成
師
以
出
、
聞
敵
彊
而
退
、
非
夫
也
。
命
鳥
軍
帥
而
卒
以
非

夫
、
唯
朝
刊
能
。
我
弗
鳥
也
」
。

⑳
孔
氏
　
　
唐
・
孔
穎
達
『
尚
書
正
義
』
。
た
だ
し
察
沈
『
書
集
伝
』
に
　
「
多

子
者
衆
卿
大
夫
や
。
唐
孔
氏
日
、
子
者
有
徳
之
稀
、
大
夫
皆
稲
子
、
師
衆

也
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
顧
氏
は
察
侍
所
引
に
拠
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。

⑳
欒
正
子
・
公
都
子
　
　
欒
正
子
は
『
孟
子
』
梁
憲
王
下
篇
、
公
都
子
は
　
「
公

孫
丑
下
」
篇
他
に
見
え
る
。

⑳
非
不
説
子
之
道
　
　
『
論
語
』
薙
也
1
2
　
「
再
求
日
、
非
不
説
子
之
道
、
力
不

足
也
、
子
日
、
力
不
足
者
、
中
道
而
膚
、
今
女
重
し
。

⑳
衛
君
待
子
両
島
政
　
　
『
論
語
』
子
路
0
3
　
「
子
路
日
、
衛
君
待
子
而
寛
政
、

子
絡
葵
先
、

⑳
子
誠
賓
人
也

⑳
子
亦
爽
見
我
乎

⑳
夫
子
矢
之

予
所
否
者
、

⑳
夫
子
咽
然
嘆
日

子
日
、
必
也
正
名
乎
」
。

『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
。

『
孟
子
』
離
婁
上
貨
。

『
論
語
』
薙
也
2
8
　
「
子
見
南
子
、
子
路
不
説
、
刻
刊
剣
刻
日
、

天
厭
之
、
天
厭
之
」
。

『
論
語
』
先
進
2
6
　
「
子
路
曾
哲
再
有
公
酉
華
、
侍
坐
、
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子
日
、
以
喜
一
日
長
乎
爾
、
無
吾
以
也
、
居
則
日
、
不
吉
知
也
、
如
或
知

爾
則
何
以
哉
、
子
路
率
爾
而
封
日
、
千
乗
之
園
、
撮
乎
大
國
之
間
、
加
之

以
師
旅
、
因
之
以
飢
饉
、
由
也
鳥
之
、
比
及
三
年
、
可
使
有
勇
且
知
方
也
、

夫
子
嗜
之
、
求
爾
何
如
、
封
日
、
方
六
七
十
、
如
五
六
十
、
求
也
鳥
之
、

比
及
三
年
、
可
使
足
民
也
、
如
其
種
染
、
以
侯
君
子
、
赤
爾
何
如
、
封
日
、

非
日
能
之
也
、
頗
學
焉
、
宗
廟
之
事
、
如
合
同
、
端
章
甫
、
原
島
小
相
焉
、

鮎
爾
何
如
、
鼓
烹
希
、
鍾
爾
合
志
而
作
、
封
日
、
異
乎
三
子
者
之
撰
、
子

日
、
何
傷
平
、
亦
各
言
其
志
也
、
日
、
美
春
者
春
服
既
成
、
得
冠
者
五
六

人
童
子
六
七
人
、
浴
乎
折
、
風
乎
舞
等
、
詠
而
鰐
、
刻
刊
嘲
璃
則
威
、
吾

奥
鮎
也
」
。
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⑳
夫
子
不
答
　
『
論
語
』
憲
間
0
6
「
南
宮
近
間
於
孔
子
日
、
努
善
旦
暴
追

舟
、
倶
不
得
其
死
然
、
南
稜
窮
稼
而
有
天
下
、
刻
刊
刊
筍
、
南
官
造
出
、

子
日
、
君
子
哉
若
人
、
尚
徳
哉
若
人
」
。

⑳
夫
子
莞
爾
而
笑
　
『
論
語
』
陽
貨
0
4
「
子
之
武
城
、
聞
絃
歌
之
啓
、
増
刊
詞

爾
瑚
刻
日
、
割
難
焉
用
牛
刀
、
子
薛
封
日
、
昔
者
條
也
、
閑
話
夫
子
、
日
、

君
子
學
道
則
愛
人
、
小
人
學
道
則
易
使
也
、
子
日
、
二
三
子
、
催
之
言
是

也
、
前
言
戯
之
耳
」
。

⑳
夫
子
憮
然
日
　
　
『
論
語
』
微
子
0
6
　
「
長
池
築
溺
綱
而
耕
、
孔
子
過
之
、
使

子
路
間
津
焉
、
長
池
日
、
夫
執
輿
者
鳥
誰
、
子
路
日
、
鳥
孔
丘
、
日
、
是

魯
孔
丘
輿
、
封
日
是
也
、
日
是
知
津
臭
、
閏
於
築
溺
。
築
溺
日
、
子
鳥
誰
、

日
鳥
仲
由
、
自
走
魯
孔
丘
之
徒
奥
、
封
日
、
然
、
日
沼
潟
者
天
下
皆
是
也
、

而
誰
以
易
之
、
且
而
奥
其
従
辟
人
之
士
也
、
岩
若
従
辟
世
之
士
哉
、
柄
而

不
綴
、
子
路
行
以
告
、
増
刊
開
閉
印
、
鳥
獣
不
可
輿
同
群
也
、
吾
非
斯
人

之
徒
輿
而
誰
輿
、
天
下
有
道
、
丘
不
興
易
也
」
。

㊧
避
不
成
辞
也
　
凪
注
⑥
参
照
。

団
　
有
誼
則
不
稗
字

春
秋
侍
、
凡
大
夫
之
有
註
者
、
則
不
書
字
。
外
大
夫
若
宋
若
鄭
若
陳
若
葉
若
楚

若
秦
、
無
註
也
而
後
事
之
。
内
大
夫
若
羽
父
若
衆
仲
君
子
家
、
J
無
註
也
而
後
字

之
。
公
子
亦
然
。
【
玉
藻
、
士
於
君
所
言
大
夫
、
没
臭
則
構
註
若
字
。
】
楚
共
王
之

五
子
l
、
共
成
君
者
皆
註
。
康
王
室
王
平
王
是
也
。
其
不
成
君
無
註
而
後
字
之
。

子
干
子
哲
是
也
。
他
國
亦
然
。
陳
之
五
父
、
鄭
之
子
整
子
儀
是
也
。
衛
州
呼
賓

無
知
賊
也
、
則
名
之
。
作
停
者
於
病
名
之
法
、
可
謂
巌
且
密
臭
。

春
秋
侍
に
て
は
・
凡
そ
大
夫
の
ぶ
な
有
る
者
は
・
則
ち
字
を
書
せ
ず
。
外
大

ご
と

夫
〔
①
】
　
の
未
の
若
き
、
鄭
の
若
き
、
陳
の
若
き
、
葉
の
若
き
、
楚
の
若
き
、

秦
の
若
き
は
、
盗
無
く
し
て
而
る
後
に
之
に
字
す
。
内
大
夫
【
②
)
の
羽
父
の

若
き
、
衆
仲
の
若
き
、
子
家
の
若
き
は
、
註
無
き
な
り
。
而
る
後
に
之
に
字
す
。

公
子
も
亦
た
然
り
。
【
玉
藻
【
③
】
に
「
士
君
所
に
於
て
大
夫
を
言
ふ
に
、
没
し
た

も

る
と
き
は
則
ち
註
若
し
く
は
字
を
稀
す
」
と
あ
り
。
】
楚
の
共
王
の
玉
子
【
④
】
、
其

の
君
と
成
る
者
は
皆
な
註
す
。
康
王
・
塞
王
・
平
王
、
是
れ
な
り
。
其
の
君
と

成
ら
ず
、
怠
無
く
し
て
而
る
後
に
之
に
字
す
。
子
干
・
子
哲
、
走
れ
な
り
。
他

国
も
亦
た
然
り
【
⑤
〕
。
陳
の
五
父
、
鄭
の
子
登
・
子
儀
、
走
れ
な
り
。
衛
の

州
呼
・
賓
の
無
知
〔
⑥
〕
は
賊
な
れ
ば
、
則
ち
之
に
名
い
ふ
。
侍
を
作
り
し
者

の
科
名
の
法
に
於
け
る
や
、
厳
に
し
て
且
つ
密
な
り
と
謂
ふ
べ
し
。

①
外
大
夫
　
　
外
大
夫
の
例
を
以
下
に
列
挙
す
る
。
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楚　察　陳　鄭　宋秦

②
内
大
夫

欒
喜
　
(
子
軍
)
　
　
欒
祁
　
(
子
染
)

公
子
喜
(
子
寧
)
　
苧
虎
.
(
子
皮
)
　
公
孫
僑
　
(
子
産
)

夏
徴
静
　
(
子
南
)

公
孫
好
生
　
(
子
家
)

成
得
臣
　
(
子
玉
)
　
成
嘉
(
子
孔
)

公
孫
枝
　
(
子
桑
)

内
大
夫
の
例
は
以
下
の
通
り
。

公
子
撃
　
(
羽
父
)
　
　
公
子
某
　
(
衆
仲
)

公
孫
鰐
生
　
(
子
家
)

③
玉
藻
　
　
『
頑
記
』
玉
藻
篇
。

④
楚
共
王
之
五
子
　
　
楚
の
共
王
の
玉
子
、
並
び
に
平
王
の
五
子
を
系
図
化
す

る
と
以
下
の
通
り
。



(野間)日知録春秋篇訳注(三)

康
王
昭

公
子
園
　
(
星
王
)

公
子
比
　
(
子
干
)

公
子
黒
肱
　
(
子
哲
)

公
子
棄
疾
　
(
平
王
)

太
子
建
　
(
子
木
)

昭
王
珍

公
子
申
　
(
子
酉
)

公
子
結
　
(
子
期
)

公
子
啓
(
子
間
)

⑤
他
國
　
陳
五
父
(
公
子
佗
)
　
鄭
子
登
(
公
子
塵
)
　
鄭
子
儀
(
鄭
子
)

⑥
衛
州
呼
賓
無
知
　
　
二
人
と
も
主
君
を
耕
し
た
後
に
殺
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。

経
文
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

隠
0
4
　
戊
申
、
衛
州
呼
戟
其
君
完

九
月
、
衛
人
殺
州
呼
事
渡

荘
0
8
　
冬
、
十
有
一
月
、
契
未
、
奔
無
知
就
其
君
諸
兄

荘
0
9
　
九
年
、
春
、
華
人
殺
無
知

[
補
説
]
集
釈
所
引
の
闇
若
壕
は
顧
氏
に
反
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
子
産
の
誼
の
成
子
な
る
こ
と
国
語
に
見
ゆ
。
是
れ
子
産
に
は
誼
有

た

り
。
何
ぞ
左
伝
に
は
止
だ
称
し
て
子
産
・
公
孫
僑
と
為
す
の
み
な
る
。
子
産

の
子
の
参
、
字
は
子
思
、
誼
は
桓
子
。
走
れ
亦
た
誼
有
り
。
何
ぞ
左
伝
は
称

し
て
国
桓
子
と
為
さ
ず
し
て
、
必
ず
其
の
字
に
連
ね
て
桓
子
思
と
日
ふ
」
。

団
　
人
君
稀
大
夫
字

古
着
人
君
於
其
圃
之
卿
大
夫
、
皆
目
伯
父
【
鄭
膚
公
謂
原
繁
】
、
叔
父
【
魯
隠

公
謂
戒
億
伯
】
、
日
子
大
夫
、
日
二
三
子
、
不
燭
諸
侯
然
也
。
曲
種
言
列
國
之

大
夫
、
入
天
子
之
國
日
某
士
、
自
稀
日
倍
臣
某
。
然
而
天
子
接
之
、
猶
稀
其
字
。

_

宣
公
十
六
年
、
晋
侯
使
土
合
平
王
室
。
王
日
季
氏
、
而
弗
聞
乎
。
成
公
二
年
、

晋
侯
使
撃
朔
戯
葬
捷
干
周
。
王
目
撃
伯
安
来
。
昭
公
十
五
年
、
菅
有
理
如
周
葬

穆
后
。
籍
談
鳥
介
。
王
日
伯
氏
、
諸
侯
皆
有
以
錯
撫
王
室
。
【
伯
氏
謂
有

理
。
】
又
日
叔
氏
、
而
忘
諸
平
。
【
注
、
叔
籍
談
幸
。
】
周
徳
錐
衰
、
辞
不
失

啓
。
此
其
構
字
、
必
先
王
之
制
也
。
【
春
秋
凡
命
卿
書
字
、
皆
本
於
此
。
】
周

公
作
立
政
之
書
、
若
侯
國
之
司
徒
司
馬
司
空
歪
旅
、
並
列
於
王
官
之
後
。
蓋
古

之
人
君
、
恭
以
接
下
、
而
不
敢
遺
小
國
之
臣
。
故
平
平
左
右
、
亦
是
率
従
、
而

成
上
下
之
交
臭
。

*
原
文
は
「
三
」
字
に
誤
る
。
原
拠
に
よ
っ
て
「
二
」
字
に
訂
正
す
る
。

古
者
、
人
君
の
其
の
園
の
卿
大
夫
に
於
け
る
や
、
皆
な
伯
父
【
鄭
屠
公
、
原

繁
を
謂
ふ
〔
①
〕
。
】
、
叔
父
【
魯
の
隠
公
、
戚
倍
伯
を
謂
ふ
【
②
)
。
】
と
日

ひ
、
子
大
夫
〔
③
〕
と
日
ひ
、
二
三
子
〔
④
)
と
日
ふ
。
濁
り
諸
侯
の
み
配
す
る

の
み
な
ら
ざ
る
な
り
。
曲
穏
〔
⑤
〕
に
言
ふ
「
列
國
の
大
夫
、
天
子
の
園
に
入

れ
ば
某
士
と
日
ひ
、
自
ら
稀
し
て
倍
臣
某
と
日
ふ
」
と
。
然
り
而
し
て
天
子
之

に
接
す
る
と
き
は
、
猶
は
其
の
字
を
稀
す
。
宣
公
十
六
年
〔
⑥
〕
、
音
侯
、
土

な
ん
ぢ

合
を
し
て
王
室
を
平
げ
し
む
る
に
、
王
日
は
く
「
季
氏
、
而
聞
か
ざ
る
か
」

と
。
成
公
二
年
〔
⑦
二
晋
侯
、
蟄
朔
を
し
て
賓
捷
を
周
に
献
ぜ
し
む
る
に
、

王
日
は
く
「
蟄
伯
賓
に
来
た
る
」
と
。
昭
公
十
五
年
〔
⑧
〕
、
晋
の
筍
礫
、
周

ゆ
に
如
き
て
穆
后
を
葬
り
、
籍
談
、
介
と
慮
る
に
、
王
日
は
く
「
伯
氏
、
諸
侯
は

皆
な
以
て
王
室
を
瑳
撫
す
る
こ
と
有
り
」
と
。
【
伯
氏
と
は
有
理
を
謂
ふ
。
】

な
ん
ぢ

又
た
日
は
く
「
叔
氏
、
而
諸
を
忘
れ
た
る
か
」
と
。
【
注
「
叔
は
籍
談
の
字

195
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な
り
」
と
。
】
周
徳
衰
へ
た
り
と
錐
ど
も
、
辞
は
善
を
失
は
ず
。
此
に
其
の
字

を
稿
す
る
は
、
必
ず
や
先
王
の
制
な
り
。
【
春
秋
に
凡
そ
命
卿
に
字
を
書
す
る

は
、
皆
な
此
に
本
づ
く
。
】
周
公
、
立
政
の
書
を
作
る
〔
⑨
〕
に
、
侯
國
の
司

徒
・
司
馬
・
司
空
・
亜
旅
の
若
き
、
並
び
に
王
官
の
後
に
列
す
。
蓋
し
古
の
人

の
こ

君
は
、
恭
以
て
下
に
接
し
て
〔
⑳
〕
、
敢
へ
て
小
国
の
臣
を
遺
さ
ず
〔
⑳
】
。
故

に
　
「
左
右
を
平
平
し
、
亦
た
走
れ
率
ひ
従
ひ
【
⑳
〕
」
　
て
、
上
下
の
交
は
り
を

成
す
な
り
。

①
鄭
席
公
　
　
『
左
伝
』
荘
公
十
四
年
「
席
公
人
、
遂
殺
借
暇
。
使
謂
原
繁
日
、

倍
暇
式
。
周
有
常
刑
。
既
伏
其
罪
英
。
納
我
而
無
二
心
者
、
菩
皆
許
之
上

大
夫
之
事
。
喜
願
典
例
創
痕
之
。
且
寡
人
出
、
例
刻
無
寡
言
。
入
又
不
念

寡
人
。
寡
人
憾
焉
」
。

②
魯
隠
公
　
　
『
左
伝
』
隠
公
五
年
「
冬
十
二
月
辛
巳
、
戚
倍
伯
卒
。
公
日
、

域
剣
有
憾
於
寡
人
。
寡
人
弗
敢
忘
。
葬
之
加
一
等
」
。

③
子
大
夫
　
　
人
君
が
卿
大
夫
を
「
子
大
夫
-
と
い
う
表
現
は
、
『
春
秋
』
三

伝
仲
に
は
見
え
な
い
。
『
國
語
』
越
語
上
に
「
句
践
越
、
筍
得
聞
子
l
刻
刻

之
言
、
何
後
之
有
」
と
い
う
の
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

④
二
三
子
　
　
「
二
三
子
」
と
い
う
表
現
は
『
左
伝
』
に
多
数
例
見
え
る
。
楊

伯
峻
『
春
秋
左
侍
詞
典
』
に
は
「
昔
時
習
慣
語
、
稀
少
敷
大
臣
」
と
説
明

す
る
。

⑤
曲
祓
　
　
『
穏
記
』
曲
穏
下
篇
。

⑥
宣
公
十
六
年
　
　
『
左
伝
』
宣
公
十
六
年
に
「
鳥
毛
召
之
難
故
、
王
室
復
乱
。

王
孫
蘇
奔
音
、
曹
人
復
之
。
冬
、
葡
倒
側
朝
潮
朝
刊
到
。
定
王
事
之
。
原

喪
公
相
頑
。
殻
桑
。
武
子
私
問
其
故
。
王
聞
之
、
召
武
子
日
『
司
l
珂

列
間
判
。
王
事
有
鰻
薦
、
宴
有
折
姐
。
公
昔
享
、
卿
昔
宴
、
王
室
之
穏

也
』
。
武
子
蹄
而
請
求
典
種
、
以
脩
曹
國
之
法
」
と
あ
る
。

⑦
成
公
l
毎
　
　
『
左
伝
』
成
公
二
年
に
「
葡
倒
側
劃
痢
劇
画
感
刊
倒
。
王
弗

見
、
使
軍
裏
公
爵
焉
。
日
『
轡
夷
戎
秋
不
式
王
命
、
淫
浦
毀
常
、
王
命
伐

之
、
則
有
麒
捷
。
王
親
受
而
努
之
。
所
以
懲
不
敬
勒
有
功
也
。
兄
弟
甥
舅

侵
敗
王
略
、
王
命
伐
之
、
告
事
而
巳
。
不
麒
其
功
。
所
以
敬
親
曜
禁
淫
展

也
。
今
叔
父
克
遂
有
功
干
賛
、
而
不
使
命
卿
鎮
撫
王
室
、
所
使
爽
撫
余
一

人
、
而
l
到
倒
矧
刺
。
未
有
職
司
於
王
室
。
又
好
先
王
之
種
。
余
錐
欲
於
撃

伯
、
其
敢
塵
膏
典
以
恭
叔
父
。
夫
葬
、
甥
舅
之
國
也
、
而
大
師
之
後
也
。

率
不
亦
淫
従
其
欲
以
怒
叔
父
。
抑
堂
不
可
諌
轟
』
。
士
荘
伯
不
能
封
」
と

あ
る
。

⑧
昭
公
十
五
年
　
　
『
左
伝
』
昭
公
十
五
年
に
r
十
二
月
、
朝
烈
盟
闇
「
痢

穆
后
。
籍
談
鳥
介
。
既
葬
除
喪
、
以
文
伯
宴
。
樽
以
魯
壷
。
王
日
『
例
刻
、
l

瑚
倒
閣
利
別
喝
制
覇
到
、
曹
濁
無
有
何
也
』
。
文
伯
揖
籍
談
、
封
日
『
諸

侯
之
封
也
、
皆
受
明
器
於
王
室
、
以
頒
撫
其
社
稜
。
故
能
薦
祭
器
於
王
。

音
居
深
山
、
戎
秋
之
輿
邦
、
而
遠
於
王
室
。
王
整
不
及
、
拝
戎
不
暇
。
其

何
以
献
器
』
。
王
日
『
副
創
面
葛
瑚
判
。
叔
父
董
叔
、
成
王
之
母
弟
也
。

其
反
無
分
平
。
密
須
之
鼓
輿
其
大
路
、
文
所
以
大
克
也
。
閑
蟄
之
甲
、
武

所
以
克
商
也
。
唐
叔
受
之
、
以
虚
参
虚
、
匡
有
戎
秋
。
其
後
裏
之
二
路
、

鍼
鍼
拒
學
、
形
弓
虎
貴
、
文
公
受
之
、
以
有
南
陽
之
田
、
撫
征
東
夏
。
非

分
而
何
。
夫
有
勲
而
不
磨
、
有
績
而
載
、
奉
之
以
土
田
、
撫
之
以
祭
器
、

施
之
以
車
服
、
明
之
以
文
章
、
子
孫
不
忘
、
所
謂
福
也
。
福
詐
之
不
登
、

叔
父
在
焉
。
且
昔
而
高
祖
孫
伯
廃
司
菅
之
典
籍
以
鳥
大
政
、
故
日
籍
氏
。

及
辛
有
二
子
董
之
音
、
於
是
乎
有
董
史
。
女
、
司
典
之
後
也
。
何
故
忘
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之
』
。
籍
談
不
能
封
」
と
あ
る
。

⑨
周
公
作
立
政
之
書
　
.
『
尚
書
』
立
政
篇
　
「
立
政
、
任
人
・
準
夫
・
牧
作
三

事
。
虎
貴
・
綴
衣
・
趣
馬
・
小
声
。
左
右
摘
僕
、
百
司
庶
府
。
大
都
小
伯
、

萎
人
表
臣
、
百
司
。
大
史
・
ヂ
伯
、
庶
常
吉
士
。
司
司
感
「
一
別
盛
「

到
珊
」
。

⑳
恭
以
接
下
　
　
『
尚
書
』
大
甲
篇
中
に
　
「
接
下
思
恭
」
　
と
あ
る
。

⑪
不
敢
遺
小
國
之
臣
　
　
『
孝
脛
』
孝
治
章
。

⑫
平
平
左
右
…
率
従
　
　
『
毛
詩
』
小
雅
采
寂
篇
。

国
　
王
戒
於
我

名
不
正
則
言
不
順
。
言
不
順
則
事
不
成
。
而
左
氏
之
記
周
事
、
日
王
式
於
敬
、

王
叛
王
孫
蘇
。
以
天
王
之
尊
而
日
式
日
叛
。
若
適
者
之
辞
。
其
不
知
春
秋
之
義

甚
臭
。

可
行
也
。
君
子
於
其
言
、
無
所
筍
而
巳
臭
」
。
孔
子
の
正
名
思
想
、
名
分

論
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
後
世
注
目
さ
れ
た
章
で
あ
る
。

②
王
式
於
我
　
　
『
左
伝
』
隠
公
三
年
。

③
王
叛
王
孫
蘇
　
　
『
左
伝
』
文
公
十
四
年
。

「
名
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
言
順
は
ず
。
言
順
は
ざ
れ
ば
則
ち
事
成
ら
ず
〔
①
二
。

而
し
て
左
氏
の
周
の
事
を
記
す
る
や
、
「
王
、
我
に
試
す
〔
②
〕
」
、
「
王
、
王
孫

蘇
に
叛
く
〔
③
〕
」
と
日
ふ
。
天
王
の
尊
を
以
て
し
て
　
「
式
」
と
日
ひ
　
「
叛
」
　
と

日
ひ
、
適
者
の
辞
の
若
く
す
。
其
れ
春
秋
の
義
を
知
ら
ざ
る
こ
と
甚
し
。

①
名
不
正
則
…
不
成
　
　
『
論
語
』
子
路
0
3
　
「
子
路
日
、
衛
君
待
子
而
烏
政
、

子
牌
臭
先
。
子
日
、
必
也
正
名
平
。
子
路
日
、
有
是
歳
、
子
之
迂
也
。
実

其
正
。
子
日
、
野
哉
由
也
。
君
子
於
其
所
不
知
、
蓋
関
知
也
。
創
刊
田
別

封
利
順
、
司
刊
個
別
割
痢
感
、
事
不
成
別
種
欒
不
興
、
種
欒
不
興
則
刑
罰

不
中
、
刑
罰
不
中
則
民
無
所
持
手
足
。
故
君
子
名
之
必
可
言
也
、
言
之
必

[
補
説
]
集
繹
所
引
の
鎮
大
折
は
、
顧
氏
に
異
を
唱
え
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
「
比
は
後
世
の
書
法
を
以
て
古
人
を
議
す
る
も
の
に
て
、
宋
儒

に
多
く
比
の
病
有
り
。
戒
心
と
は
、
上
下
に
皆
な
之
を
用
ふ
べ
し
。
叛
と

背
と
は
璧
相
近
し
。
晋
の
　
先
護
に
背
き
て
粟
公
を
立
つ
る
は
、
此
の
叛

と
義
は
同
じ
」
。

な
お
　
「
式
」
と
は
　
r
　
(
下
の
者
が
上
の
も
の
に
)
　
二
心
を
い
だ
く
」
　
こ
と

で
は
な
く
　
「
は
な
れ
る
」
　
の
意
、
「
叛
」
と
は
　
「
　
(
下
の
者
が
上
の
も
の

に
)
　
そ
む
く
」
　
こ
と
で
は
な
く
　
「
は
な
れ
る
」
　
の
意
で
あ
り
、
本
来
道
義

的
意
味
合
い
を
持
た
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
倉
芳
彦
氏
　
「
式
と
二
心

-
『
左
伝
』
の
「
式
」
の
分
析
-
」
　
(
『
中
国
古
代
史
研
究
　
第
三
』
一
九

六
九
年
　
吉
川
弘
文
館
)
　
に
論
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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